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　平成23年3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生し、大きな地震動と、そ
の後に続いた大津波により、当県では浜通りを中心として県内全域に甚大
な被害をもたらしました。
　県内の死者は4,024人、行方不明者は2人と多くの尊い命が奪われ、道路や
港湾・漁港などのインフラはもとより、約96,000棟に及ぶ家屋が全半壊や流
失などの多大な被害を受けました。当県をさらに困難な状況に追い込んだ
のは、その後に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故でした。
　国は、平成23年4月22日に福島第一原子力発電所からの距離と放射線量に
応じて警戒区域等を設定し、翌年4月1日以降には警戒区域及び避難指示区域について放射線量等に
応じた3区域(帰還困難区域・居住制限区域・避難指示解除準備区域)への見直しが行われました。それ
により7町村が役場機能を移転せざるを得なくなったほか、ピーク時には、自主避難者も含め16万5
千人に及ぶ県民が県内外に避難しました。
  
　こうした状況を踏まえ、平成25年6月に第1次福島県復興公営住宅整備計画を策定し、原子力災害
による避難者の居住の安定を確保するため、平成27年度末までに3,700戸(市町村営分を含む)の復興
公営住宅を整備することとしました。
　また、同年12月には整備計画を改定し、全体で4,890戸(県営4,485戸、市町村営405戸)を整備するこ
ととし、国、県、市町村、UR都市機構、関係団体、民間事業者等が協力し、復興・創生を進めるために全
力で取り組んでまいりました。
    
　震災発生から7年が経過しましたが、いまだに多くの方々が県内外の仮設住宅等での生活を継続
されています。
　当県では、避難者の安定した住まいの確保に向け、民間住宅の自立再建支援とともに、復興公営住
宅の整備を着実に進め、平成29年度末までに、入居需要を考慮し募集を保留した183戸を除いた4,707
戸を完成させることができました。
　また、住宅整備におけるマンパワー不足に対し、他自治体からの職員派遣やUR都市機構による職
員派遣と建設支援を頂くとともに、民間事業者からの買取方式等の様々な整備手法を活用しながら
取り組んできました。
　これもひとえに関係者の皆様の御理解と御支援、御尽力の賜であり、深く感謝申し上げます。
 
　本誌は、当県の復興公営住宅整備における新たな制度の活用、国や関係機関、さらには民間団体と
の連携などの取組内容を記録誌として取りまとめたものであり、蓄積したノウハウを新たな災害対
応や今後の施策に生かすことを目的としています。本誌を全国自治体等における災害への備えに役
立てていただければ幸いです。

　結びに、これまで支援していただいた国や自治体、関係団体等の皆様をはじめ、貴重な用地を御提供
いただいた方々や建設に携わった皆様の御尽力に心から感謝申し上げ、発刊に寄せる言葉とします。
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年度 会議 用地 造成 建築 年月日 内容
● H23.12.9 『福島県住まいの復興に向けた連絡調整会議』の設置
● H24.1.8 第１回福島県住まいの復興に向けた連絡調整会議
● H24.2.14 第２回福島県住まいの復興に向けた連絡調整会議
● H24.3.14 第３回福島県住まいの復興に向けた連絡調整会議

H24.6.22 平成 24年 6月県議会
　＜復興公営住宅の県直営検討について知事答弁＞

●

●

H24.8.8 第４回福島県住まいの復興に向けた連絡調整会議
● H24.9.22 第１回長期避難者等の生活拠点の検討のための協議会

H24.10.11 平成 24年 9月県議会　＜先行500戸補正予算可決＞
●
●

H25.2.13 第５回福島県住まいの復興に向けた連絡調整会議
● H25.3.22 富田 (１号棟 )　用地買収完了
● H25.3.22 日和田　用地買収完了
● H25.3.22 八山田（１号棟）　用地買収完了
● H25.3.22 東原（１号棟）　用地買収完了
● H25.3.29 古川町　用地買収完了

● H25.5.28 第６回福島県住まいの復興に向けた連絡調整会議
● H25.6.9 第２回長期避難者等の生活拠点の検討のための協議会

● H25.6.14 第７回新生ふくしま復興推進本部会議
＜｢第一次福島県復興公営住宅整備計画｣公表＞

● H25.10.4 下神白　用地買収完了
日和田　安全祈願祭

● H25.11.19 柴宮（57号棟）　建築工事着手
● H25.11.19 富田 (１号棟 )　建築工事着手
● H25.11.19 日和田　建築工事着手
● H25.11.19 東原 (１号棟 )　建築工事着手
● H25.11.19 湯長谷 (24号棟 )　建築工事着手
● H25.11.19 下神白　建築工事着手
● H25.11.19 八山田 (１号棟 )　建築工事着手
●

●

●

●
H25.11.22 古川町　建築工事着手
H25.11.30

● H25.12.5 年貢町　用地買収完了
H25.12.18 古川町　安全祈願祭

● H25.12.20 第 15回新生ふくしま復興推進本部会議
＜｢第二次福島県復興公営住宅整備計画｣公表＞

● H26.1.30 富田 (２号棟 )　用地買収完了
● H26.1.30 富田 (３号棟 )　用地買収完了
● H26.1.30 八山田（２号棟）　用地買収完了
● H26.1.30 東原（２号棟）　用地買収完了
● H26.1.30 東原（３号棟）　用地買収完了
● H26.2.6 富田 (４号棟 )　用地買収完了

● H26.2.6 第７回福島県住まいの復興に向けた連絡調整会議
● H26.2.28 年貢町　建築工事着手

● H26.3.18 内郷宮町　用地買収完了
● H26.3.20 平八幡　用地買収完了
● H26.4.8 北原　用地買収完了

● H26.4.18 第８回福島県住まいの復興に向けた連絡調整会議
● H26.4.21 根柄山　用地買収完了

● H26.5.16 北信　建築工事着手
● H26.6.4 富田 (２号棟 )　建築工事着手
● H26.6.4 富田 (４号棟 )　建築工事着手
● H26.6.4 八山田 (２号棟 )　建築工事着手
● H26.6.4 富田 (３号棟 )　建築工事着手
● H26.6.13 笹谷　建築工事着手

● H26.7.2 守山駅西　用地買収完了

● H26.8.4
第 26回新生ふくしま復興推進本部会議
＜H27年度末までの完成を目指していた3700戸のうち、約
1600戸について1～ 9ヵ月遅れることを公表＞

● H26.9.1 飯坂　建築工事着手
● H26.9.5 泉本谷　用地買収完了

● H26.9.18 八幡小路　建築工事着手
● H26.9.19 城北　用地買収完了

● H26.9.29 横堀平　造成工事着手【県代行】
● H26.10.7 東原 (２号棟 )　建築工事着手

● H26.10.17 八山田（３号棟）　用地買収完了
● H26.10.23 西町　用地買収完了
● H26.10.31 平沢　用地買収完了

● H26.10.31 日和田　建築工事完了
● H26.10.31 八山田 (１号棟 )　建築工事完了
● H26.12.9 東原 (１号棟 )　建築工事完了

H23

H25

H26

H24

H25.11.16

小名浜　安全祈願祭
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年度 会議 用地 造成 建築 年月日 内容
● H26.12.10 古川町　建築工事完了

● H26.12.16 北原　造成工事着手
● H26.12.22 表　用地買収完了
● H26.12.22 若宮　用地買収完了
● H26.12.25 石倉　用地買収完了

● H26.12.25 富田 (１号棟 )　建築工事完了
● H26.12.26 家ノ前　用地買収完了
● H26.12.26 北好間　用地買収完了

● H27.1.13 東原 (３号棟 )　建築工事着手
● H27.1.13 安積（18号棟）　建築工事着手
● H27.1.13 鶴見担　建築工事着手
● H27.1.13 八山田 (３号棟 )　建築工事着手
● H27.1.13 安積 (17 号棟 )　建築工事着手

● H27.1.30 安積（18号棟）　用地買収完了
● H27.1.30 鶴見担　用地買収完了
● H27.1.30 常磐関船　用地買収完了

● H27.1.30 上町　造成工事着手

● H27.1.30 第 33回新生ふくしま復興推進本部会議
＜年度毎の整備見通しを公表＞

● H27.2.17 家ノ前　造成工事着手
● H27.2.24 柴宮（57号棟）　建築工事完了

● H27.3.4 根柄山　造成工事着手

● H27.3.9
第 35回新生ふくしま復興推進本部会議
＜未定用地戸数の内、確保できる見込みとなった分の整備
見通しを追加公表＞

● H27.3.10 小名浜大原　用地買収完了
● H27.3.10 宮沢　建築工事着手【UR】

● H27.3.13 石崎北･南　用地買収完了
● H27.3.13 北信　建築工事完了
● H27.3.16 笹谷　建築工事完了

● H27.3.23 柴宮（58･59号棟）　用地買収完了
● H27.3.24 下神白　建築工事完了

● H27.3.30 高萩　用地買収完了
● H27.3.31 北沢又　用地買収完了
● H27.3.31 北沢又２　用地買収完了
● H27.3.31 南町　用地買収完了
● H27.3.31 四ツ倉　用地買収完了

● H27.4.13 平沢　造成工事着手
● ● H27.5.1 城北　造成･建築工事着手

● H27.5.8 牛越　用地買収完了
● H27.5.18 横堀平　建築工事着手
● H27.5.22 湯長谷 (24号棟 )　建築工事完了

● H27.5.26 下矢田　用地買収完了
● H27.5.29 年貢町　建築工事完了
● H27.6.2 北中央　建築工事着手

● H27.6.10 壁沢　用地買収完了
● H27.6.12 守山駅西　造成工事着手

● H27.6.19 白虎町　用地買収完了
● H27.7.16 北原　建築工事着手

● H27.7.21 石倉　造成工事着手
● H27.7.22 富田 (４号棟 )　建築工事完了
● H27.7.24 八幡小路　建築工事完了

● H27.7.29 壁沢　造成工事着手
● H27.8.7 大原　建築工事着手【UR】
● H27.8.17 南町　建築工事着手

● H27.8.24 下北迫　用地買収完了
● H27.8.24 関船　建築工事着手
● H27.8.24 八山田 (２号棟 )　建築工事完了
● H27.8.27 柴宮（58･59号棟）　建築工事着手

● H27.9.7 西町　造成工事着手

● H27.9.7 第 45回新生ふくしま復興推進本部会議
＜用地確保の見込みがたったため、整備見通しを追加公表

● H27.9.10 上町　用地買収完了
● H27.9.14 北中央　用地買収完了

● H27.9.15 高萩　造成工事着手
● H27.9.18 平赤井　用地買収完了

H26

H27
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H27.9.18 飯坂　建築工事完了
H27.9.25 富田 (２号棟 )　建築工事完了
H27.9.25 富田 (３号棟 )　建築工事完了
H27.10.15 泉本谷　造成工事着手【UR】
H27.10.16 牛越　造成工事着手
H27.10.21 北好間　造成工事着手【UR】
H27.10.23 石崎北･南　造成工事着手
H27.10.26 若宮　造成工事着手
H27.10.27 北沢又　造成工事着手
H27.10.30 石崎北･南　建築工事着手
H27.11.6 表　造成･建築工事着手
H27.11.12 家ノ前　建築工事着手
H27.11.13 上町　建築工事着手
H27.11.19 南湖南　用地買収完了
H27.11.25 東原 (２号棟 )　建築工事完了
H27.12.7 四ツ倉　造成工事着手
H27.12.11 桑折駅前　造成工事着手【県代行】
H27.12.18 横堀平　建築工事完了
H27.12.28 関船　建築工事完了
H27.12.28 柴宮（58･59号棟）　建築工事完了
H28.1.8 東原 (３号棟 )　建築工事完了
H28.1.8 根柄山　建築工事着手【県代行】
H28.1.21 勿来酒井　造成工事着手【UR】
H28.1.22 平赤井　造成工事着手
H28.1.25 安積（18号棟）　建築工事完了
H28.2.1 北沢又２　造成工事着手
H28.2.2 下矢田　造成工事着手
H28.2.3 南湖南　造成工事着手
H28.2.17 安積 (17 号棟 )　建築工事完了
H28.2.22 鶴見担　建築工事完了
H28.2.24 八山田 (３号棟 )　建築工事完了
H28.2.26 小名浜中原　用地買収完了
H28.2.29 白坂　用地買収完了
H28.3.18 横堀平　造成工事完了【県代行】
H28.3.23 家ノ前　造成工事完了
H28.3.25 牛越　建築工事着手
H28.3.25 若宮　建築工事着手
H28.4.15 家ノ前　建築工事完了
H28.4.27 若宮　造成工事完了
H28.5.11 白虎町　建築工事着手
H28.5.24 宮沢　建築工事完了【UR】
H28.5.27 西町　造成工事完了
H28.5.27 平沢　建築工事着手
H28.6.8 石倉　建築工事着手

H28.6.20 第 54回新生ふくしま復興推進本部会議
＜7地区 211戸の募集保留を決定し、整備見通しを修正＞

H28.6.24 壁沢　建築工事着手
H28.6.24 西町　建築工事着手
H28.6.28 下北迫　造成工事着手
H28.6.30 北沢又　造成工事完了
H28.7.5 桑折駅前　建築工事着手【県代行】
H28.7.12 下矢田　建築工事着手
H28.7.12 四ツ倉　建築工事着手
H28.7.20 守山駅西　造成工事完了
H28.7.22 守山駅西　建築工事着手
H28.7.26 白坂　建築工事着手
H28.8.5 高萩　建築工事着手
H28.8.10 根柄山　造成工事完了
H28.8.10 北原　建築工事完了
H28.8.18 城北　造成･建築工事完了
H28.8.18 北沢又　建築工事着手
H28.8.19 南湖南　建築工事着手
H28.8.26 石倉　造成工事完了
H28.8.31 北中央　建築工事完了
H28.9.5 磐崎　用地買収完了
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● H28.9.7 中原　建築工事着手
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H28



復興の歩み　

4

年度 会議 用地 造成 建築 年月日 内容
H28.9.29 石崎北･南　造成工事完了
H28.9.30 平沢　建築工事完了
H28.10.4 北好間　建築工事着手【UR】
H28.10.6 壁沢　造成工事完了
H28.10.12 桑折駅前　造成工事完了【県代行】
H28.10.18 白虎町　建築工事完了
H28.10.31 壁沢　建築工事完了
H28.11.1 下矢田　造成工事完了
H28.11.3 泉本谷　建築工事着手【UR】
H28.11.11 常磐　造成工事着手
H28.11.21 平沢　造成工事完了
H28.11.25 高萩　建築工事完了
H28.11.25 南町　建築工事完了
H28.11.28 南湖南　造成工事完了
H28.11.29 白坂　建築工事完了
H28.11.29 南湖南　建築工事完了
H28.11.30 西町　建築工事完了
H28.11.30 根柄山　建築工事完了【県代行】
H28.12.6 上町　建築工事完了
H28.12.8 北沢又２　造成工事完了
H28.12.15 石崎北･南　建築工事完了
H28.12.19 勿来酒井　用地買収完了
H28.12.26 高萩　造成工事完了
H28.12.27 北沢又２　建築工事着手
H29.1.19 勿来酒井　建築工事着手【UR】
H29.1.25 北原　造成工事完了
H29.2.21 大原　建築工事完了【UR】
H29.2.27 桑折駅前　建築工事完了【県代行】
H29.3.23 守山駅西　建築工事完了
H29.3.24 北沢又　建築工事完了
H29.3.29 平赤井　建築工事着手
H29.3.30 上町　造成工事完了
H29.3.31 北沢又２　建築工事完了
H29.5.18 若宮　建築工事完了
H29.5.23 表　造成･建築工事完了
H29.5.25 下北迫　建築工事着手
H29.6.15 中原　建築工事完了
H29.6.29 下北迫　造成工事完了
H29.7.31 北好間　造成工事完了【UR】
H29.8.4 石倉　建築工事完了
H29.8.23 下矢田　建築工事完了

H29.8.28 第 72回新生ふくしま復興推進本部会議
＜2地区 123戸の募集保留を決定し、整備見通しを修正＞

H29.9.6 下北迫　建築工事完了
H29.9.15 磐崎　建築工事着手（北工区）
H29.9.17 平赤井　建築工事完了
H29.9.20 平赤井　造成工事完了
H29.10.16 勿来酒井　建築工事着手
H29.10.18 四ツ倉　造成工事完了
H29.11.10 牛越　建築工事完了
H29.11.13 牛越　造成工事完了
H29.11.17 四ツ倉　建築工事完了
H29.11.30 泉本谷　造成工事完了【UR】
H30.1.15 勿来酒井　造成工事完了【UR】
H30.2.27 北好間　建築工事完了【UR】
H30.2.28 磐崎　建築工事完了（北工区）
H30.2.28 勿来酒井　建築工事完了
H30.3.13 泉本谷　建築工事完了【UR】
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● H30.3.13 勿来酒井　建築工事完了【UR】
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《平成 26年度》

4月

5月

7月

8月

6月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

復興の歩み　

5

時系列年表

●10月30日に県営としては初めての
　復興公営住宅が完成

●日和田鍵引渡式

●古川町鍵引渡式

●下神白鍵引渡式

◆日和田団地【郡山市】

●12月10日に会津若松市内では初となる復興公営住宅が完成

◆古川団地【会津若松市】

●1月21日にいわき市内では初となる復興公営住宅が完成
　 1月27日には鍵引渡式を開催

●3月13日に福島市内では初となる復興公営住宅が完成

◆下神白団地【いわき市】

◆北信団地【福島市】
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復興の歩み　 時系列年表

《平成 27年度》

●5月29日、会津若松市内に年貢町団地が完成

◆年貢町団地【会津若松市】

●9月18日、福島市内に飯坂団地が完成

◆飯坂団地【福島市】

●12月28日、いわき市内に関船団地が完成

●2月22日、郡山市内に鶴見担団地が完成

◆関船団地【いわき市】

◆鶴見担団地【郡山市】
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5月
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2月

3月

《平成 28年度》

復興の歩み　 時系列年表

◆宮沢団地【いわき市】

●8月10日南相馬市内では初となる復興公営住宅が完成

◆北原団地【南相馬市】

●11月29日、白河市内では初となる復興公営住宅が完成するとともに
　全ての整備（２団地）が完了

●12月15日田村市内では初となる復興公営住宅が完成

◆白坂団地【白河市】

◆南湖南団地【白河市】

◆石崎北・南団地【田村市】

●5月24日、県がＵＲ都市機構に整備を要請した復興公営住宅として
　初となる宮沢団地が完成

7
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復興の歩み　 時系列年表

《平成 29年度》

●8月4日、石倉団地が完成し、二本松市内の復興公営住宅は全て
　整備が完了。

◆石倉団地【二本松市】
◆牛越団地【南相馬市】

●9月6日、広野町内では初となる復興公営住宅が完成するともに
　全ての整備が完了

◆下北迫団地【広野町】

●11月10日、牛越団地が完成し、南相馬市内の復興公営住宅は全て完成

●2月15日、県内最大（323戸）の北好間団地が完成

●3月1日、CLT工法としては国内最大規模の磐崎団地北工区が完成

●3月8日、勿来酒井団地（UR施工分）が完成し、平成29年度末までの目標
　である4,707戸の整備が完了

●2月28日、最後の木造買取方式である勿来酒井団地が完成

8



復興公営住宅の名称について

復興公営住宅の名称について

　公営住宅法（昭和26年６月４日法律第193号）第２条の「用語の定義」において、「地方公共団体
が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯
施設で、この法律の規定による国の補助に係るもの」を公営住宅と規定している。
　また、同法第８条においては、「災害の場合の公営住宅の建設等に係る国の補助の特例等」を規
定していることから、国土交通省は文書等において、当該公営住宅を「災害公営住宅」と表現して
いる。
　このため、「災害公営住宅」は、全国的に共通認識され、公営住宅法に最も忠実な表現である。

１　名称の趣旨及び使用に至った経過

２　対外的な対応

（１）災害公営住宅

　東日本大震災の被災者及び原子力災害による避難者に対する生活再建を目的として、市町村
が行う「災害公営住宅」の整備支援を平成２３年度に佐藤雄平知事（当時）に説明した際に、「災害
公営住宅」の「災害」という言葉が悪いイメージの印象を受けることから、前向きな姿勢が感じら
れる「復興公営住宅」と呼称を改め、統一することとした。
　これにより、県が対外的に発する文書、内部文書、議会答弁、組織名等においては、「復興公営住
宅」として使用することとした。

（２）復興公営住宅

　それまでの経緯から、「災害公営住宅」（国、全国で広く使用）と「復興公営住宅」（本県独自に前
向きな姿勢を表した名称）は、両立して使用すべきであると考え、国土交通省との協議等におい
ては、「災害公営住宅」という表現に従った。
　また、当該事業のマスコミ等への情報提供（整備箇所の決定など）において、名称の趣旨を入
れ、「復興公営住宅」の名称に対する理解を広げるとともに、「総合計画」や「復興計画」の見直しの
中で、名称の趣旨を解説した。

　当初、他県やマスコミ等では、単に「復興住宅」や「災害復興公営住宅」等の表現が見られたが、
福島県で使用している復興公営住宅の名称の知名度が上がるとともに、その使われ方も変化し
ていき、現在では、国土交通省や復興庁との協議においても、復興公営住宅の名称を用いている。

３　復興公営住宅の名称の使い方の変化

9



原子力災害による避難状況第 1章

　平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖
地震とそれに引き続く大津波は、4,024人の死者、2
人の行方不明者、約96,000棟の家屋の全･半壊や産
業･交通･生活基盤の壊滅的被害など、浜通りを中
心に県内全域に甚大な被害をもたらした。
　本県をさらに困難な状況に追い込んだのは、そ
の後発生した東京電力福島第一原子力発電所の事
故だった。
　国は、平成23年4月22日に福島第一原発からの距
離と放射線量に応じて以下のとおり区域を設定し
た。
・20km圏内：警戒区域
・20km圏外で年間積算線量が20mSv以上：計画的
  避難区域
・20～30km圏内：緊急時避難準備区域
　また、平成24年4月1日以降、警戒区域及び避難指
示区域について放射線量等に応じた3区域（帰還困
難区域・居住制限区域・避難指示解除準備区域）へ
の見直しが行われ、平成25年8月8日の川俣町の区
域見直しにより警戒区域や計画的避難区域に指定
された11市町村全ての区域再編が完了した。
　この間、7町村が県内外の地域に役場機能を移転
せざるを得なくなったほか、ピーク時には、自主避
難者も含め16万5千人に及ぶ県民が県内外に避難
した。

10
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復興公営住宅の整備経過第 2章

　福島県は、復興公営住宅の事業着手に時間を要
したが、それには様々な要因があった。県は、かつ
て歴史的に福島市、郡山市、いわき市、会津若松市
といった都市部を中心に市町村営の公営住宅供給
の補完的な役割として県営住宅を建設してきた。
しかし、住宅政策の転換に伴って、県では新規建設
を行わず、既存ストックの立替えや改善を中心に
行ってきた。そのような状況下で、東日本大震災と
原子力災害が発生し、新規建設に伴う用地の選定
や買収が宅地需要の旺盛な時期の中で、課題と
なった。
　平成24年度当初予算では、公営住宅の整備は、市
町村が主体で実施すべきという県の基本方針に従
い、市町村営の復興公営住宅1,000戸を県が代行整
備する計画であった。しかし、原子力災害による避
難自治体からは、「広域行政を調整する観点から代
行事業でなく県が事業主体となって整備してほし
い」との要望が出され、平成24年６月議会から県に
よる直接整備が議論された。
　当時は、避難者一人一人の意向を確認できる状
況ではなかったことから、入居希望者が多いと想
定されたいわき市、郡山市、会津若松市の３市で
500戸を整備するため、平成24年9月議会で補正予
算を確保し実質のスタートを切った。この時点に
おいて、すでに発災から1年6ヶ月が経過している。

　復興公営住宅の計画地、整備戸数については、各
方部に避難している住民の意向が重要であるた
め、平成25年度に国（復興庁）、県、避難元自治体の
共同で住民意向調査を実施した。これは、避難期間
中の生活環境の改善を図り、長期避難者に対する
支援策の具体化を進めるための調査であり、今後
の希望する住まい方として復興公営住宅の入居希
望の有無や希望場所の設問を入れて実施したもの
である。
　この調査結果を踏まえ、復興公営住宅の必要な
整備箇所と整備戸数を算出した。

　福島県内では、市町村が独自に復興公営住宅を
建設する動きもあった。区域の一部に避難指示が
出された川俣町、川内村、飯舘村では、住民のコ
ミュニティ維持を目的に、自らの区域内に住宅建
設を決めた。また、葛尾村では、主な避難先である
三春町に村営住宅を建設した。
　一方、受入先の市町村（以下「受入自治体」とい
う。）が復興公営住宅を建設した事例もあった。本
宮市には浪江町及び大熊町民向けの、桑折町には
浪江町民向けの、大玉村には富岡町民向けの復興
公営住宅がそれぞれ建設された。受入自治体が事
業に手を出すのは、避難者の定着等の問題があり、
難しい状況であったが、避難元の市町村（以下「避
難元自治体」という。）との協議・調整を経て実現し
ている。なお、このうちの大玉村営横堀平団地と桑
折町営桑折駅前団地は、市町村からの要請に基づ
き県が代行で整備した。

２－１　県による事業着手と避難市町村との
　　　　役割分担
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復興公営住宅の整備経過第 2章

第一次福島県復興公営住宅整備計画の内容

＜基本的な考え方＞
　・復興公営住宅はコミュニティ維持・形成の場
　・コミュニティ集会所等を併設する　など
＜整備戸数及び整備箇所＞
〈整備戸数〉全体で概ね3,700戸
〈整備箇所〉いわき市　概ね1,800戸
　　　　　南相馬市　概ね410戸　など
〈スケジュール〉H27年度までの入居を目指す
＜建設に当たっての考え方＞
・玄関から居室内まで、段差のないバリアフリー
・３階建て以上の建物にはエレベーターを整備
・コミュニティ集会室等を併設するなど交流する
　場の提供　
＜入居の考え方＞
・コミュニティ維持のため、市町村単位の入居に配慮
・親族同士等、複数世帯での入居（グループ入居）に
　配慮
・高齢者、障がい者、妊婦を含む子育て世帯に配慮

第二次福島県復興公営住宅整備計画の内容

〈改定内容〉
・全体で4,890戸を福島市ほか15市町村に整備する。

・第一次整備計画の3,700戸は、平成27年度末まで
に、第二次計画で上乗せした1,190戸は、平成27年
度以降早期に入居できるよう整備する。
・用地の状況を踏まえ、戸建てや2戸1棟の住宅も
整備する。
・ペットが飼育できる住宅も整備する。
・木造住宅や内装材へ県産木材の活用に配慮する。

　県は、住民意向調査の結果（H25.5.7復興庁公表）
を基に、平成25年6月に「第一次福島県復興公営住
宅整備計画」を策定した。
　新生ふくしま復興推進本部会議で第一次計画と
して決定し、再度の住民意向調査や関係市町村と
の協議等を重ねながら、精度を高めて見直してい
くこととした。

　また、避難者の意向は状況により変わっていく
ことから住民意向調査は定期的に行われ、この結
果、復興公営住宅の入居希望者が増えたため、平成
25年12月に整備計画を改定した。

【市町村別の内訳】※市町村営含む

12

２－2　復興公営住宅整備計画

コミュニティ集会室のイメージ

2戸 1棟の住宅のイメージ

1階部分のイメージ

福島市

430 戸 100 戸 570 戸 1,760 戸 340 戸 900 戸 170 戸 220 戸 400 戸

会津若松市 郡山市 いわき市 二本松市 南相馬市 川俣町 三春町
田村市、本宮市、
桑折町、大玉村、
川内村　他
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２－3　予算措置

　当初予算では、市町村営の復興公営住宅整備計
画の策定を支援するための調査・検討の費用と
1,000戸分の代行整備の事業費を予算化した。
　しかしながら、役場機能が移転し、職員が少ない
市町村では、復興公営住宅を独自に建設できる体
制に至らなかったことから、県営の復興公営住宅
の整備に着手することを決定し、平成24年度9月補
正予算に先行500戸分の用地取得造成費及び測量
試験費を計上した。

　平成25年度当初予算においては、平成24年度に
整備着手した500戸分の建設費に加え、新たに県営
1,000戸分の用地取得造成費等を計上した。また、
代行による復興公営住宅の整備費として500戸分
の用地取得造成費等を計上した。
　平成25年度6月補正においては、県営復興公営住
宅の整備加速化を目的に、設計者・施工者一括選定
方式や買取方式などの民間活用方式を導入するた
め、県営1,000戸分の建設費に債務負担行為を設定
した。これ以降の予算編成においても債務負担行
為を積極的に活用することにより、柔軟に絶え間
なく整備を推進することが可能となった。
　平成25年6月に第一次福島県復興公営住宅整備
計画を策定したことを受け、平成25年度9月補正予
算において、新たに県営1,700戸分の用地取得造成
費を計上した。これにより、整備計画戸数3,700戸
分全ての整備に着手することが可能となった。

　平成26年度当初予算においては、県営分として、
前年度に着手した2,700戸分の整備費に加え、平成
25年12月策定の第二次福島県復興公営住宅整備計
画で上乗せした1,190戸分の用地取得造成費等を
計上した。また、代行分として327戸分の整備費を
計上した。これにより、平成26年度当初予算までに
県営4,390戸と代行327戸の整備費が予算化され、
これに市町村が直接整備することとなった173戸
を加えることにより、第二次整備計画に基づく全
体整備戸数4,890戸の整備に着手することが可能
となった。

復興公営住宅整備促進費　事業費一覧

　平成27年度以降は、本格的な建設工事の着手に
伴い、建設費を中心に多額の予算を計上した。ピー
ク時となる平成28年度の当初予算においては、復
興公営住宅の整備費として約623億円を計上して
おり、土木部全体の当初予算に占める割合が約
19%にも上る金額となった。また、震災発生前の平
成23年度における土木部全体の当初予算が約991
億円であったことを踏まえると、復興公営住宅の
整備は、これまでに例を見ない大規模な住宅整備
を、短期間で実施した事業であったことが窺える。

※1：平成 24年度の予算額（当初）は、9月補正予算に計上した県営分の予算額。
※2：平成 30年度の予算額（最終）及び決算額は、当該年度の当初予算額。
※3：決算額は、繰越額を含む。
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協議会の設置

〈設置趣旨〉
　避難期間が長期に及ぶ避難者等のための生活拠
点の確保、整備等に向けた検討を促進するため、
国、県、避難元自治体及び受入自治体からなる協議
会を設置

〈協議事項〉
１　長期避難者等の生活拠点を確保するため、移
転期間、移転規模、整備方法、制度的課題等につ
いて検討・調整する。

２　避難元自治体のニーズに応じて、受入自治体
と連携しつつ、復興公営住宅のモデル的整備に
ついて、検討・調整する。

〈協議会の構成〉
１　復興大臣、福島県知事、避難元自治体の首長及
び受入自治体の代表の首長等により、「協議会」
を構成

２　国、福島県、避難元自治体及び受入自治体の事
務担当者により「事務担当者会議（全体会）」を構
成

３　協議事項を円滑に進めるため、事務担当者会
議（全体会）に受入自治体毎の「事務担当者会議
（個別部会）」を設置

　円滑な生活拠点の確保・整備のため、国、県、避難
元自治体及び受入自治体による協議会を設置し
た。復興公営住宅の整備用地の確定は、協議会の事
務担当者会議（個別部会）によって行った。

　復興公営住宅の用地選定が本格化した平成25年
度～平成26年度は、東日本大震災からの復旧・復興
が進み県内の住宅需要が高まっていた時期でも
あったため、復興公営住宅の建設用地として一定
規模以上のまとまった宅地の選定に苦慮した。
　また、選定できた用地であっても、農地や山林な
ど大規模な宅地造成が必要であったため、想定以
上に設計や工事に時間がかかるケースがあった。
一日も早い用地取得が復興公営住宅の早期完成に
直結するため、県では、様々な手法や制度の活用に
より用地取得期間の短縮に取り組んだ。

１ 土地情報カルテの作成
　用地選定において各用地の比較検討を容易に行
えるよう、評価指標や位置図などを一目で認識で
きる土地情報カルテを作成した。このカルテを基
に法的制限や整備にあたっての技術的課題、さら
には整備戸数や配置レイアウトなどの検討を行っ
た。

14

２－4　用地取得の経過

A B C 
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大規模造成工事の例（福島市北沢又団地）

造成工事着工前 造成工事完了後

２ 用地決定フローの明確化
　選定した用地を決定するためのフローを明確化
して、意思決定を円滑化した。

３ 土地面積の算定に係る特例措置の活用
　土地所有者が避難しているなど、測量や境界立
会いに長時間を要することが想定されたため、東
日本大震災等の災害復旧・復興事業において土地
の全筆が買収対象となる場合に限り、登記面積に
よる買収を可能とする特例措置を活用した。
　これにより地権者合意から契約締結までに要す
る期間を大幅に短縮することができた。

４ 用地取得に係る課税の特例措置の活用
　被災地内にある土地を復興事業等のために買い
取る場合に適用される譲渡所得の特別控除（2,000
万円控除）や50戸以上の災害公営住宅を整備する
ために土地を買い取る場合等に適用される譲渡所
得の特別控除（5,000万円控除）を活用し、地権者合
意の円滑化を図った。
　このような取組により、平成24年度後半から始
まった用地取得は、平成28年度後半までの4年間で
県営住宅の計画戸数4,485戸分全て（約85ha）を取
得することができた。
　その他、候補用地の選定にあたり、以下の点に留
意し用地交渉を進めた。

（1）受け入れ側自治体の意向（地区の学校の受け入
　  れ体制や周辺住民に与える影響など）
（2）避難元自治体の意向
（3）地区代表者の意向（町内会長や区長など）
（4）候補用地のほとんどは複数の所有者であった

ことから、地権者代表者（世話人的な方）の協
力の意向、敷地の中央や接道箇所の土地所有
者の意向（敷地計画に大事な場所であるため、
利用できないと計画が出来なくなるため）
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復興公営住宅の整備経過第 2章

　県の復興公営住宅は、市町村の災害公営住宅整
備から一歩遅れてスタートしたため、すぐにでも
住宅整備に着手できる更地は郡山市やいわき市な
どの一部に限られ、29地区については、造成整備が
伴う用地が選定され、買収された。
　そもそも福島県では、県営住宅の整備において
宅地造成の実績は少なかったことから、宅地整備
業務のノウハウに乏しく、また県全域での復旧･復
興の膨大な業務を抱え、新たな宅地整備業務に対
する職員の配置は、大変厳しい状況であった。
　このような状況ではあったが、仮設住宅から恒
久的住宅へ早期に移行するため、4,890戸もの復興
公営住宅を短期間に整備する必要があったことか
ら、以下のような取組を実施し、復興公営住宅の供
給の加速化を図った。　

　宅地整備業務は、主に土木系専門職の担うとこ
ろが大きく、復旧･復興の膨大な業務を抱え、他県
等からの派遣職員の応援を得て執行している状況
にある中、新たな宅地整備業務に対する職員の配
置は、厳しい状況であった。
　こうしたことから、復興公営住宅の宅地の早期
整備と県業務の増大を抑制するために、県の業務
の一部を外部機関へ委託するアウトソーシングが
必要であるということで、宅地整備に必要な測量・
地質調査、開発計画、開発協議等の許認可調整から
設計までをひとまとめにした造成業務委託を発注
し、復興公営住宅の供給の加速化を図った。
　委託先は、公平性、透明性を担保でき、かつ、宅地
整備に係る一連業務を公的機関から受託した実績
のある「公益財団法人福島県区画整理協会」、「一般
財団法人ふくしま市町村支援機構」の２機関とし
た。
 また、建築住宅課に配属された土木職員のみで
は、膨大な業務委託の指導・監督が困難であったた
め、土木部内の他の課の技術系職員に監督員をお
願いするなどの協力をもらいながら、部内一丸と
なってこの難局を乗り切った。

　県土木部では、「復興公営住宅チーム」や「県土基
盤チーム」など、部内各課の副課長以上を構成メン
バーとした「県土復興再生推進チーム」を編成し、
復旧･復興の加速化を図った。
　「復興公営住宅チーム」においては、「許認可関係
･関係事業の連絡調整、情報共有」を図ることによ
り、復興公営住宅整備地区における課題の解消を
図り、早期整備を進めた。

　従来は実施設計書の検算業務を「造成設計を実
施している本庁」と「工事監督を行う出先事務所」
が各々行い、20日間程度の日数を要していたが、両
者が一堂に会して検算業務を実施し、その場で｢図
面｣や｢数量計算」、「設計書」の修正を行う体制に見
直し、発注までの期間を大幅に短縮することがで
きた。

16

２－5　造成設計の経過
各団地毎の測量設計期間　

第
2
章



17

『街区デザインガイドライン』

高萩団地街区計画案

高萩団地パース①

高萩団地パース②

　開発協議等事前協議については、「造成設計を実
施している本庁」及び「出先事務所（許可権者が関
係市である場合は関係市）」の担当職員など関係者
が一堂に会して協議を実施し、その場で決定する
ワンストップ方式を取り入れた。

　（公財）福島県区画整理協会では、新たなコミュ
ニティづくりと、その受け入れ地域とより良い関
係で生活していただけることを願って、街区形成
の考え方をまとめた「街区デザインガイドライン」
を作成し、以下の復興公営住宅の造成設計におい
て活用している。
・三春町平沢団地
・いわき市高萩団地
・郡山市守山駅西団地
・川俣町壁沢団地
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モデルルームの概要

〈展示期間〉
　平成26年2月～平成28年1月末（郡山市）
　　　　　　  ～平成28年12月末（いわき市）
　午前10時～午後5時
　休館日：毎週水曜日、12月30日～1月3日
〈展示場所〉
　①郡山市　麓山1丁目1-1（郡山合同庁舎前）
　②いわき市　小名浜字辰巳町23
〈モデルルームの間取り〉
　①郡山市：標準設計タイプ
　②いわき市：キッチン対面型タイプ

　住民意向調査において今後の住まい方をどうす
るか決めかねている方が多かったことや、避難者
の方々から復興公営住宅のイメージがわかないと
の意見をいただき、復興公営住宅の入居を判断す
る材料となるよう、間取り等を実際に見ることが
できる先行展示施設（モデルルーム）を郡山市とい
わき市に設置した。

〈情報発信〉　
　郡山市に設置したモデルルームの部屋の間取り
や復興公営住宅の建設計画、建設中の様子を紹介
した動画「福島県復興公営住宅～モデルルームの
ご紹介～」をweb上に公開した。
　また、県外に避難されている方に対しては、モデ
ルルームの無料見学バスツアーを実施した。

２－6　モデルルームの開設

標準設計タイプ

キッチン対面型タイプ

Youtube で動画を公開
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開所式の様子

内覧会の様子
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　避難元自治体の拠点となる復興公営住宅の団地
には、住宅整備に合わせ、市町村が避難者支援に必
要なサポートを提供する施設（生活サポート施設）
を整備した。
　高齢者サポート拠点では、復興公営住宅に入居
する高齢者の方々に対する生活支援に必要な生活
サポートとして、総合相談、デイケアサービス、見
守り活動などを実施している。
　また、診療所では、復興公営住宅の入居者や周辺
避難者の診療を実施している。

〈主な機能〉
　　食堂兼機能回復訓練室、静養室・休憩室
　　浴室、脱衣所、トイレ、更衣室
　　洗濯室、厨房、事務室、相談室　等
〈設置に関する費用分担〉
　　躯体・内装：県
　　機器：町村

〈主な機能〉
　　診察室、処置室、検査室、歯科治療室、
　　医局、ミーティング室、事務受付
　　リハビリテーション室
〈設置に関する費用分担〉
　　躯体：県
　　内装・機器：町村

２－7　生活サポート施設、診療所の整備

　復興公営住宅に入居する高齢者の方々等に対す
る総合相談、デイケアサービス、見守り活動等によ
るサポートを行うための施設を整備した。

高齢者サポート施設の整備（石倉団地）

 主な入居対象市町村
二本松市 石倉 浪江町

北好間 富岡町、大熊町
勿来酒井 双葉町

団地名

いわき市

診療所スペースの整備（石倉団地）
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 主な入居対象市町村
根柄山
石倉

三春町 平沢 富岡町
いわき市 勿来酒井 双葉町

二本松市 浪江町

団地名

　復興公営住宅の入居者及び周辺避難者等が利用
する診療所のスペースを整備した。
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標準設計による復興公営住宅スタディ模型

　県は、平成26年8月に整備スケジュールの見直し
（遅れ）を公表した。整備が遅れた主な要因は以下
のとおりである。
・ 除染や公共土木施設の復旧、大型施設の発注
　があり労働者、作業員が不足していたこと。
・ 用地の選定（避難先と避難元の協議）や地権者
　との交渉（価格、税制、相続問題など）に時間を要
　したこと。
・ 住宅用地としてふさわしい土地が既に仮設住
　宅で占められていたため、結果的に軟弱地盤の
　土地を買収せざるを得なくなり、大規模な造成
　工事が必要となったこと。

　県では、整備の遅れに対応するため様々な工夫
を実施した。

２－8　様々な発注方式導入の経緯

　整備の初期段階においては、早期の設計完了を
目指し、平成15年度に県で作成していた福島県公
営住宅標準設計マニュアル（以下、「マニュアル」と
いう。）を見直すこととなった。
　このマニュアルは、平成10年に県営住宅東桜ヶ
丘団地を対象として実施された「ローコスト公共
住宅設計プロポーザル競技」（このプロポーザル
は、次段階において、標準化を図り、普及可能な
ローコスト化を目指した公共住宅の標準設計とす
ることも目的としていた。）によって採用された考
え方を基にしており、基本方針は、それまでの公共
住宅に求められた安全性・居住性・住環境の確保、
周辺環境との調和、コミュニティの醸成等の要素
を踏まえた上で、以下の点に配慮した21世紀型の
公共住宅としていた。
・ ローコスト化（建設から改修、解体までのコスト  
  を削減）
・ 公共住宅としての品質の確保
・ 機能の向上
・ 省エネルギーへの配慮
・ 建築物の長寿命化
・ リサイクル循環型社会への配慮
・ 公共住宅の標準化

　コンセプトとしては、これまでの集合住宅は、そ
れぞれの要素（居室、水回り、共用部分等）を一体の
ものとして計画されていたため、融通性がなく、改
修に対応しにくいものであったことから、各々の
要素ごとに必要な性能と、求められる内容を検討、
各要素を再構成し、様々な展開が可能なシステム
をつくることとした。
　具体的には、居室と水回りを分離して配置し、住
戸を非構造壁で区画して形成（耐用年数の違う躯
体部分（スケルトン）と内装及び設備部分（イン
フィル）を分離）することで将来の改修を容易に
し、ライフサイクルコストの低減及び建物の長寿
命化を実現できるシステムを採用した。
　このマニュアルにより、今回整備する復興公営
住宅の課題に対応できると考えられたこと、また、
避難者の意向等が分からない中で、様々なバリ
エーションを採用できること等の理由から活用を
図ることとした。

 
水回り 

居室 

第
2
章



復興公営住宅の整備経過第 2章

22

ＰＣ建込み状況

木造標準図

　県営復興公営住宅の計画時においては、戸建て
住宅を希望する市町村が多数あった。
　木造の復興公営住宅については、地域経済活性
化の観点から、地域材や地域の木造生産体制（設計
者・工務店等の施工者グループ）の活用を図りた
かったが、地元の中小工務店においては、大規模な
供給は不可能な状況であり、小規模なロットに分
割して発注することが検討された。しかし、一つの
団地内に複数の事業者が参入する場合、各者に
よってデザインや仕様等が著しく異なるものが建
設されることは問題があるため、仕様等の統一を
図る必要があった。
　そのため、国土交通省及び国土技術政策総合研
究所の直轄調査により、配置計画基本検討と木造
住宅の標準図作成が行われ、二本松市根柄山団地、
田村市石崎団地、会津若松市城北団地において活
用した。

）
　復旧・復興工事の増加に伴い、型枠・鉄筋工など
の作業員や生コンクリートといった資材が不足し
たため、ＲＣの標準設計に加え、工場で製作された
床・壁・屋根を現地で組み立てることで省力化が図
られるプレキャストコンクリート（ＰＣ）工法を採
用した。
　ＰＣ工法の採用により、在来工法と比べて工期
短縮が実現するとともに、多くの地区で同時に施
工することも可能となった。

　「設計者・施工者一括選定方式」は、プロポーザル
によって設計者と施工者を予め選定することで、
民間ノウハウの活用や工期の短縮が図られる発注
方式である。
　平成24年度末、民間活力を導入するに当たり、既
にこの方式により災害公営住宅の整備を始めてい
た岩手県を視察し、利点や留意点等の調査結果を
参考に制度設計を行った。
　この方式は、県による公募に対して、設計者と施
工者による連合体が設計及び工事に要する費用、
工期、施工方法等を提案し、県は、最も優秀と認め
られる事業連合体と協定を締結する。
　設計の段階から施工の準備（資材・人材の確保、
施工計画の策定）が可能となり、工期の短縮や発注
手続きの期間を省略することができたが、設計業
界と施工業界のマッチングが難しいという課題に
直面し、導入した団地は限定的となった。
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　県営復興公営住宅の整備については、第一次整
備計画において、総戸数3,700戸が計画され、主に
既成市街地での用地確保及び当該用地での共同住
宅の整備を実施してきたが、避難元自治体及び受
入自治体との調整により、木造による市街地周辺
部での建設の方針が示された。
　また、管理技術者や型枠工、鉄筋工といった専門
職等の人材が不足するなかで、県内の大工・中小工
務店の活用が可能であり、さらに地域材の活用や
地域住宅産業の活性化に有効であるとの認識か
ら、木造での整備加速化への期待が高まった。
　木造の復興公営住宅整備においては、大工・中小
工務店が担い手と想定され、建設技術的には対応
可能と考えられたが、公共工事の経験が少なく工
事監理等関係書類の作成に不慣れであった。また、
こうした中小工務店は、民間市場を中心として活
動していたことから、県の入札参加登録となって
いない事業者も相当数あったが、それらの活用な
くして加速化は困難だった。
　こうした現状と課題を踏まえ、中小工務店の活
用による買取方式を導入し、整備の加速化を図っ
た。
　この方式は、木造戸建て又は2戸1棟の住宅を対
象としており、県内に本店を置く民間事業者を参
加条件とした。
　住宅については、性能評価制度や瑕疵担保制度
が法的に確立されていたことから、これらの制度

設計者・施工者一括選定方式のフロー

買取方式（木造）のフロー

を活用し、必要な性能を担保した。事業の流れにつ
いては、県による公募に対して、事業連合体または
単独事業者が、費用、工期、施工方法等を提案し、県
は、選定委員会を開催し、最も優れた事業連合体等
と契約に関する協定を締結した。その後、実施設計
を行い、工事着手前に事業連合体等の代表事業者
と売買契約を締結し、完成後に県が住宅を取得し
た。
　民間事業者の提案によるＰＣ基礎や木造パネル
工法等を採用することで住宅整備の加速化（1～
6ヶ月工期短縮）が実現したほか、地域の力で復興
を実現することができた。
　また、請負契約に基づく監督者が必要ないこと
から県職員の業務量の増大を抑制できた。

　復興公営住宅の早期整備のため、３階建て以下
の共同住宅に、建築工事の工期短縮、建設作業員・
資材不足へ対応できる構造方法を限定しない建物
提案型買取方式（以下、「中層買取方式」という。）を
導入した。
　導入の理由、背景は以下のとおりである。
・ 用地取得の遅れや、造成設計・工事が必要とな
　り、全体の整備スケジュールが大幅に遅れてい
　たこと。
・ 鉄骨造（３階以下）の場合、工場生産資材の割合
　が高く、工期短縮、労務者・資材不足の対応が可
　能であったこと。
・ 工事量の増大に備え、労務者・資材不足に備える
　必要があったこと。
・ 整備を加速化するため、設計者・施工者一括選定
　方式、ＵＲによる買取方式、木造住宅の買取方式
　（県内事業者が対象）を導入しているが、さらな
　る加速化が必要であったこと。
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全体整備戸数における事業主体の割合

県営住宅及び県代行整備における発注方式の割合

　整備計画に掲げた4,890戸のうち、県営住宅及び
県代行整備の戸数は4,487戸、整備保留123戸、町村
営280戸となっている。
　また、県営住宅及び県代行整備の4,487戸のう
ち、直営方式は2,346戸（52.3%）、買取方式は2,141戸
（47.7%）となっており、そのタイプ別の内訳は、グ
ラフのとおりである。

　県では、早期に大量の住宅を整備する必要があ
ることから、平成25年11月に独立行政法人都市再
生機構（以下「ＵＲ都市機構」という。）と基本協定
を締結し、いわき市内の1,000戸程度の建設を要請
した。
　ＵＲ都市機構に要請することで、県の技術者不
足を解消するとともに、整備のエンジンが２つと
なり、短期間での大量供給に大きく貢献した。

復興公営住宅の整備経過第 2章
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　また、中層買取方式に係る基本方針は以下のと
おりとした。
・  建設用地を県が示し、公募により民間事業者か
　ら建物等の提案を受け、選定後、事業者が設計、
　建設した建物等を県が買い取る。
・  買取価格は、事業者の提案価格とするが、県にお
　いて適正な内容か確認する。
・  公募・選定は、県内事業者に配慮して、県内事業
　者を対象とした地区を設定するとともに、県内
　＋全国を対象に公募する地区も設定し、さらな
　る整備促進を行う。ただし、県内に本店がある事
　業者に対し地域性による加点をすることで、県
　内事業者に配慮する。
・  募集規模は、一工区約８０戸程度以内とする。

　中層買取方式を導入した結果、民間のノウハウ
活用（型式認定住宅、特許工法の採用等）による工
期短縮や工事契約事務の省略、県による工事監理
が不要となるなどのメリットがあり、3～6ヶ月程
度の工期短縮に成果を上げた。
　なお、設計性能評価及び建設性能評価の取得を
木造買取方式と同様に義務付け、必要な住宅性能
を確保した。

買取方式（木造）のフロー
※ＵＲ都市機構への支援要請については、

第３章　3-6　ＵＲ都市機構への支援要請　参照
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　CLT（Cross Laminated Timber（直交集成板））
は、挽き板（ラミナ）を層ごとに直交するように積
層接着してパネル化した木質材料で、平成28年3月
及び4月に構造設計や防耐火設計に関する技術基
準告示が公布・施行され、国としても一般的な工法
として普及・拡大を促進している。
　県では、以下の２団地（３工区）でＣＬＴを導入
することにより、新技術の普及を図るとともに、ふ
んだんに木を用いることで安心とやすらぎのある
居住環境を提供できると考えている。
・福島市北沢又団地　　  2棟60戸
・いわき市磐崎団地（北）　2棟57戸
・いわき市磐崎団地（南）　2棟51戸※整備保留中

　CLTは、今後普及が進むものと考えられるが、現
時点では流通量が多くはなく、パネルの材料費、加
工費、施工費ともに在来の工法と比較して、割高で
ある。また、ＲＣ造と比較して、遮音対策や外壁の
仕上げ等の付加工事が必要となるため、その分割
高となっているが、今回、県で導入する復興公営住
宅は、国内でも前例のない規模のＣＬＴ建築物で
あり、言わばトップランナーとしての役割も担っ
ている。
　今後は、県内で蓄積された技術が全国に広がる
ことも期待され、全国に先駆けて導入する意義は
大きいと考えている。

CLT パネル（直交集成板

矩計図（北沢又団地）

磐崎団地（北工区）
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　復興公営住宅の整備に関連して、事業説明や用
地交渉等を行った際に、近隣住民や立地市町村等
から道路･排水等の設置や改修要望が寄せられた。
　対応方法の検討にあたり、要望について復興庁
と協議した結果、「復興公営住宅に関連した整備の
必要性の明確化」や、「施設管理者が事業主体にな
るべき」との意見が示された。

（1）整備の必要性
復興公営住宅に関連したものでなければ、
コミュニティ復活交付金の対象とはならない。

（2）事業主体･予算の調整
復興公営住宅の地区内であれば、復興公営住
宅の整備として対応可能であるが、地区外で
あれば、施設管理者が主体的に整備する必要
がある。

　復興庁からの意見を踏まえ、以下のような方針
で、寄せられた要望に対応することとした。
（1）整備の必要性

復興公営住宅整備に関連した必要性を整理
し、明確にした上で、復興庁と協議を実施し、
交付対象事業として認めてもらう。

（2）事業主体･予算の調整
事業主体は施設管理者がなることで関係者
と調整を行い、あわせて、事業費を確保してい
ただき、県と施設管理者で役割分担のもと整
備を行う。
このような取組により、各施設管理者が主体
となり「歩道空間の整備」「右折レーンの設置」
「線道路からの進入路の整備」などを実施した。
一部の箇所においては、県と施設管理者で役
割分担を行い、「設計･用地買収まで」を市町村
が、「工事」を県が代行して実施する方式によ
り整備している箇所もある。
復興公営住宅の整備に関連して整備した、あ
るいは整備する箇所については、表の通りで
ある。 
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【壁沢団地：町道中島･諏訪線道路改良工事】
　・概算事業費　　235百万円
　・工事概要　　　L=109.9m（うち橋梁　16.1m）
　　　　　　　　W=　9.0m（橋梁部10.2m）

　県営復興公営住宅へのアクセス道路として想定
される町道壁沢線が、既に朝夕、通勤車両により交
通渋滞している状況であった。
　今後、復興公営住宅への入居が進んだ場合、さら
なる混雑が生じて大きな事故につながりかねない
ため、新橋架橋も含め、町道中島･諏訪線の東側の
未改良部分を整備し、国道349号に接続することに
より、通行車両の円滑で安全な交通と入居者の安
全･安心の確保のため、復興公営住宅の整備と併せ
て道路改良を行った。
　整備に当たっては、県と施設管理者で役割分担
を決め、川俣町で測量設計までを実施し、工事は県
が代行事業として実施した。 【下矢田団地：小名浜平線交差点改良事業】

　・概算事業費　111百万円
　・工事概要　　右折レーンを設置

　下矢田団地においては、県道小名浜平線からの
アクセスを計画しているが、当該路線は現状でも
交通量が約3万台/日ある主要な道路であるため、
復興公営住宅への入居が進んだ場合に小名浜平線
の交通渋滞が想定された。
　また、当該箇所の県道は片側２車線あり、本線上
に滞留することは、県道の渋滞と大きな事故につ
ながりかねず、入居者の住宅への出入りが非常に
危険になることが想定された。
　事故や渋滞が起きれば、入居者、近隣住民への生
活への影響も大きくなる。
　このため、県道通行車両の円滑で安全な交通と
入居者の安心･安全を確保するため、住宅の整備と
併せて交差点改良を行うこととなった。
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【下矢田団地：道路事業(久保･下矢田線外３線)】
　・概算事業費　329百万円
　・工事概要　　L=728m　W=6.0～8.0m

　下矢田団地から主要幹線道路までのアクセス道
路となる市道については、歩道が未整備であるこ
とから、今後車両交通量の増加に伴い歩行者の安
全性及び円滑な交通が危惧され、いわき市民はも
とより、長期避難者の良好な生活環境に大きな支
障を来す恐れがあるため、交通環境の改善を目的
として計画された。

【下神白団地：県道小名浜四倉線交差点改良工事】
　・概算工事費　270百万円
　・工事概要　　①下神白側の市道を拡幅
　　　　　　　 ②県道小名浜四倉線を拡幅し右
　　　　　　　　 折レーンを設置

　いわき市小名浜地区には県営の復興公営住宅
200戸に加え、いわき市営災害公営住宅166戸も建
設されることから、公営住宅への入居が進んだ場
合、いわき市小名浜地区の主要道路である県道小
名浜四倉線の交通渋滞が想定された。
　この交通渋滞の解消や公営住宅入居者及び周辺
居住者の安心･安全な生活確保のため交差点改良
が行われた。
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　復興公営住宅整備事業において、平成25年当時
は入札不調が続発し、公表済みの入居開始時期を
見直すまでに至った。
　そのため、建設業界と協議・調整を進めたとこ
ろ、下記の２つ原因が浮かび上がってきた。
①応札価格が予定価格に達しなかった
・ 県の標準単価及び見積価格と、応札者が見積   
　もった価格に乖離が生じた。
②標準工期より短縮した工期設定であった
・ 県では施工可能として工期を短縮したものの、
復興事業により技術者が不足している状況下に
おいては、余裕のある工期設定が望まれた。
こうしたことから、「復興住宅の供給促進」に向
けて、関係団体等との情報交換と共有、被災・避
難住民への情報発信等を目的として、「ふくしま
復興住宅供給促進会議」を設置し、平成25年6月5
日に第１回全体会議を開催した。
この会議には、全体会議と専門部会を置き、その
構成員は、以下のとおりとした。

意見１：時間とコストの兼ね合いを考慮してほし
い。時間短縮をすればコストは増大する。

回答１：工期短縮につながる提案については、積極
的に協議に応じる旨を特記仕様書に明示
した上で、施工者からの提案を積極的に
採用し、実態に応じた変更設計を行う。

意見２：労務単価については、技能者不足、特に鉄
筋工、型枠工は全国的に不足しているた
め、単価が見合わない場合があり、単価に
ついても変更対象として欲しい。

回答２：労務単価については、２月の改正におい
て、福島県は平均8.9％の上昇となってお
り、宮城県（4.5％）、岩手県（5.8％）の上昇
率より高くなっている。今後も、実勢の労
務価格が上昇した場合、実態に合わせた
改正を行うよう、国に積極的に働きかけ
る。

　　　　なお、工事の途中で労務単価が改正に
なった場合は、スライド条項での対応と
なる。

意見３：他県から人を呼んでも、宿泊施設が不足ぎ
みのため、空き仮設住宅を宿舎に転用願
いたい。

回答３：県では、応急仮設住宅の空き住戸の活用を
図るため、建設工事作業員用の仮設宿舎
に転用することで制度を整備する。

意見４：住宅は多様な工法の採用が望ましい。基本
はRC造であるが、補完的な工法として、
多様な工法を採用して欲しい。

回答４：これまで復興公営住宅の整備において、標
準設計による従来のRC造に加えて、工期
短縮や鉄筋工、型枠工の不足に対応する
ため、PC造を多く採用してきた。今後は、
早期完成を最優先に多様な工法の採用を
検討し、復興公営住宅の一日も早い完成
に向け取り組む。

3 －１　建設業界への協力要請
本会議における主な意見は、下記のとおり。

課題と対応第 3章
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3 － 2　県議会での議論の変遷

・ 復興公営住宅の供給計画について尋ねる。

 　平成23年度は、震災直後の被災者の住宅対策と
して、恒久的な住宅としての復興公営住宅の供給
計画や整備を早急に行うべきとの質問が出された

が、県は計画の策定支援や代行整備を行い、あくま
で整備の事業主体は市町村であると答弁してい
た。

 　平成24年度当初予算では、公営住宅事業は市町
村が主体で実施すべきという県の基本方針に従
い、市町村が建設し県が支援するとして1,000戸を
計画した。ところが１年以上たっても役場機能が
移転し、職員が少ない市町村では、復興公営住宅を
独自に建設できる体制に至らなかった。避難者の
住宅対策はスピード感が求められたため、平成24

年６月議会において県直営の事業実施が議論さ
れ、避難町村の要請に応じて、復興公営住宅の整備
を県が代行で実施することとした。さらに９月に
は県が500戸を建設する方針が決定し、整備スケ
ジュールや進捗管理、さらには設計や整備手法に
関する質問へ展開していった。

主な質問 答　弁

・ 市町村の復興公営住宅の整備計画が前提となる
ことから、県が市町村計画の策定を支援すると
ともに、県全体の供給計画を策定する。

・ 復興公営住宅を早急かつ大量に供給すべき。 ・ 復興公営住宅の供給については、避難町村から
の要請に基づき、必要戸数の整備に速やかに対
応できるよう、県が代行事業を行うこととした
ところであり、民間事業者も積極的に活用する
など、早期整備に努める。

・ 復興公営住宅の整備にどのように取り組んで
   いくのか尋ねる。

・ 県が計画策定を支援するとともに、代行事業を
行うこととしたところであり、避難住民の早期
の住宅確保に向けて全力で取り組む。

主な質問 答　弁

・ 原子力災害による避難者の生活再建に向け、一
日も早く供給するため整備に着手する。

・ 復興公営住宅の建設を急ぎ、早急に提供でき
るよう具体化すべき。

・ 復興公営住宅の整備スケジュールについて尋
ねる。

・ 復興公営住宅の整備を促進するため、民間事
業者の活用が必要では。

・ 復興公営住宅にユニバーサルデザインの考え
方をどのように取り入れていくのか。

・ ９月補正予算で５００戸分の用地費、用地造成
費、設計費を計上し整備に着手する。

・ 買取方式や設計者・施工者一括選定方式など
様々な手法を検討し、民間事業者の活用を図る。

・ 高齢者や障害者を含む様々な方々が入居される
ことから、ふくしま公共施設等ユニバーサルデ
ザイン指針や、公営住宅等整備基準に基づき、段
差の解消や手すりの設置、安全・安心で利用しや
すい住宅の整備に努める。

・ 木造でも整備すべき。 ・ 整備箇所や用地の状況を判断し、構造を決定する。

第
3
章



31

 　平成25年度に入り、引き続き進捗管理や設計、
整備手法に関することに加え、新たに入札不調へ
の対応や用地取得状況、入居可能時期についての
情報提供に関する質問も出された。

　進捗管理においては整備の加速化、設計におい
ては太陽光発電の導入や避難者からの要望への対
応（木造戸建て、ペット可、物置の大型化など）が求
められた。

主な質問 答　弁

・ 建設関係団体等の力を結集して取り組む必要が
あるため、ふくしま復興住宅供給促進会議を設
置する。
　標準設計の採用による設計期間の短縮や民間
活用方式による施工期間の短縮を図る。

・ 先行1,500戸の整備の進め方について尋ねる。 ・ 500戸の設計完了次第、工事に着手する。残る
1,000戸については用地確保を行い順次工事に
着手する。

・ 標準設計の活用やプレキャストコンクリート工
法の採用により工期の短縮に努めた。
  さらに、都市再生機構への建設要請により加速
化を図る。
　また、民間事業者を活用した木造住宅の買取方
式の導入も検討する。

・ 復興公営住宅を一日も早く供給するため、ど
のような工夫をして整備していくのか。

・ 整備の加速化に向け、どのような手法で取り
組んで行くのか。

・ 入居者の利便性に配慮し、土地区画整理事業地
等も活用しながら用地選定を進める。

・ 用地について、生活利便性を考慮し、土地区画
整理事業地等を活用すべき。

・ いわき市や郡山市で453戸の工事に着手した。
　１日も早く入居いただけるよう整備の加速に
取り組む。

・ 整備状況と入居の見通しについて尋ねる。

・ 復興公営住宅の設計に当たり、避難者の要望
への対応について尋ねる。

・ 太陽光発電設備を設置し、発電した電力は集会
所や共用部分に供給する。

・ 太陽光発電を導入すべき。

・ 避難者が安心して暮らせる生活拠点の整備に
ついて尋ねる。

・ 復興公営住宅について、十分な広さの住戸と
物置を設置し、県産材の活用を図るべき。

・ 県産材活用や整備地域の景観に配慮し、木造や
一戸建てについても検討する。

・ 木造や一戸建ての建設について尋ねる。

・ 住民意向調査や避難元市町村等との個別協議に
より建設戸数や敷地の状況を踏まえ設計に反映
させる。

・ 復興公営住宅に集会施設をコミュニティの拠点
として整備する。

・ 面積の広い３ＬＤＫを主体に整備する。
　物置は全住戸に設置し、可能な限り広い面積を
確保するとともに、県産材については、内装材や
木造の集会所に使用するなど積極的に活用す
る。
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 　平成26年度に入り、早期整備に向けた取組に関
する質問が中心となった。

主な質問 答　弁

・ 木材の再利用や工期の短縮の観点から、復興公
営住宅の建築に活用が有効であると考え検討し
ている。

・ 木造の応急仮設住宅を復興公営住宅へ活用す
べき。

・ 作業員不足等による工事価格の高騰など受注環
境の変化に対応するため、市場価格を踏まえた
設計価格の見直しを実施し、速やかに工事に着
手する。

・ 入札不調を踏まえた整備について尋ねる。

・ 長期にわたり避難を余儀なくされている方々に
一日も早く生活設計を立てていただけるようで
きる限り早い時期に全体の入居可能時期を示
す。

・ 復興公営住宅の入居可能時期を早期に示すべ
き。

・ 入居者同士の交流の場となる集会所を設置する
とともに、コミュニティを醸成する住戸形式の
採用や高齢者向けの１階住戸に緊急通報装置を
設置するなどの配慮をする。

・ 入居者の心のケアや見守りしやすい復興公営
住宅の設計について尋ねる。

主な質問 答　弁

・ ＰＣ工法の採用により工期短縮を図る。
　さらに、都市再生機構へ建設要請を行うととも
に、民間事業者を活用した木造住宅の買取方式
を導入したところであり、早期整備に全力で取
り組む。

・ 早期整備に向け、どのように取り組んでいく
のか尋ねる。

・ 一日も早く完成させるため、整備手法を工夫
すべき。

・ 復興公営住宅の建設における資材の高騰や人
員不足の対策を国に求めるべき。

・ 隣接道路の整備は県代行による施工も含め市町
村と調整を図る。

・ 復興公営住宅建設地に隣接する道路の整備を
県が受入市町村に代わって行うべき。

・ 鉄骨造の採用など多様な整備手法により工期短
縮を図り、一日も早い完成に向け全力で取り組
む。

・ 資材や人件費の高騰に対応するため建設工事費
の上限額の引き上げが国から認められたとこ
ろ。
　引き続き更なる増額を要望していく。
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 　平成27年度も進捗状況と早期整備に向けた取
組に関する質問が継続した。

主な質問 答　弁

・ 復興公営住宅の地区ごとの工程表を公表し、
ホームページで工事の進捗状況や入居予定日を
お知らせするとともに市町村と連携を密にしな
がら、きめ細かな情報の提供に取り組む。

・ 整備状況について、避難者へどのように伝え
ていくのか尋ねる。

・ 整備を加速するため、どのように取り組んで
行くのか尋ねる。

主な質問 答　弁

・ いわき市内の復興公営住宅については、整備計
画1,768戸のうち415戸の建築工事に着手し、本
年８月末で262戸が完成しており、更なる整備の
加速化を図り、平成29年度末までの全戸完成に
向けて全力で取り組む。

・ いわき市内の復興公営住宅の整備における進
捗状況と今後の見通しを尋ねる。

・ 整備計画に掲げた4,890戸について、平成29年度
末までに完成する見通しとなった。
　今後とも、あらゆる手段を講じて早期整備に取
り組む。

・ 整備の見通しと早期整備に向けた取組につい
て尋ねる。

・ 建築・設備工事共通仕様書等に基づき工程ごと
に検査を行い、買取方式では、建設中に第三者機
関による検査を義務づけ、完成後に県による検
査を行うことでその確保に努めている。
　今後とも、工事監督業務を厳密に行うなど、品
質の確保に取り組んでいく。

・ 復興公営住宅の品質確保にどのように取り組
んでいくのか尋ねる。

・ 復興公営住宅整備の進捗状況と早期整備に向
けた取組について尋ねる。

・ 完成の見通しに遅れが生じたことから、あらゆ
る手段を講じ工期短縮に努める。
　こうした考えの下、ふくしま復興住宅供給促進
会議を開催し、関係団体等と総力を結集し、整備
を加速するよう全力で取り組む。

・ 避難されている方々の一日も早い生活再建のた
め、今後とも、あらゆる手段を講じて早期整備に
努める。
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 　平成28年度については、復興公営住宅の整備が
進むにつれ、次第に復興公営住宅の工期や品質確
保への取組についての質問にシフトしていった。

主な質問 答　弁

・ 整備の加速化を図るため、直営、買取り、設計・施
工者一括選定など多様な発注方式を採用し、今
年度末までに約65パーセント、3,173戸の完成を
予定。
　平成29年度末までの完成目標の確実な達成に
向け、関係機関との連携を密にし、取り組んでい
く。

・ 復興公営住宅の整備について、現在の取組状
況と今後の見通しを尋ねる。

・ 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく
設計評価及び建設評価の取得を義務づけ、評価
機関による施工の各段階の検査を実施してい
る。
　また、買取検査の技術的基準を定め、厳格な検
査を実施し、品質確保に取り組む。

・ 買取型復興公営住宅の品質確保にどのように
取り組んでいるのか尋ねる。
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　平成24年8月19日に「国と県・双葉８町村との協
議」が開催された。この場において、佐藤雄平知事
（当時）から避難者の生活拠点に関する関係市町
村・国・県による協議について提案したことを契機
として、「長期避難者等の生活拠点の検討のための
協議会」が設置されることとなった。

　 〔日時〕　平成24年９月22日（土）18:00～20:00
    〔場所〕　ホテルハマツ　２階「開成」
    〔出席者〕
市町村：福島市長、会津若松市副市長、郡山市

長、いわき市長、二本松市長、田村市副
市長、南相馬市長、川俣町副町長、広野
町長、楢葉町長、富岡町長、川内村長、大
熊町長、双葉町長、浪江町長、葛尾村長、
飯館村長、西郷村長
国：平野復興大臣、吉田復興副大臣、若
泉復興大臣政務官、稲見総務大臣政務
官
県：佐藤知事、内堀副知事ほか

（1）設置趣旨
　避難期間が長期に及ぶ避難者等のための生活拠
点の確保、整備等に向けた検討を促進するため、
国、福島県、「避難元自治体」「受入自治体」からなる
協議会を設置。
（2）協議事項
①長期避難者等の生活拠点を確保するため、移
　転期間、移転規模、整備方法、制度的課題等に
　ついて検討・調整
②避難元自治体のニーズに応じて、受入自治体
　と連携しつつ、復興公営住宅のモデル的整備
　について検討・調整
③その他
（3）協議会の構成等
①協議会
　協議会は、復興大臣、福島県知事、避難元自治
　体の首長及び受入自治体の代表の首長等によ
　り構成。（（参考）参照）
②事務担当者会議（全体会）
　協議会に事務担当者会議（全体会）を置く。事
　務担当者会議（全体会）は国、福島県、避難元自
　治体及び受入自治体の事務担当者により構成。

③事務担当者会議（個別部会）
協議事項に係る検討・調整を円滑に進めるため、
事務担当者会議（全体会）に受入自治体ごとの事
務担当者会議（個別部会）を置く。事務担当者会
議（個別部会）は受入自治体ごとに、国、福島県、
当該自治体での生活拠点の形成を検討する避難
元自治体及び受入自治体の事務担当者により構
成。
＊その他協議会の運営に関して必要な事項は、
　福島県知事が復興大臣と協議して定める。

3 －３　復興庁との議論

（4）会議の概要
　長期避難者等の生活拠点の検討のため、避難元
自治体の首長、受入側自治体の首長、知事、復興大
臣による協議会を設けること、及び今後速やかに
事務担当者会議（全体会）を開催した後、受入自治
体ごとの個別部会において具体的な検討に着手す
ることを提案し、出席者の了承を得た。
　復興公営住宅に関しては、必要戸数の把握や将
来にわたる維持・管理、高齢者向け住宅やペット共
生住宅の必要性、将来の一般公営住宅への切り替
え、などが課題として挙げられた。

A B C 
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　　〔日時〕　平成25年6月9日（日）16:00～18:00
　　〔場所〕　ビックパレットふくしま　3階中会議
　　　　　　室
　〔出席者〕
　　市町村：福島市長、会津若松市副市長、郡山市

長、いわき市長、二本松市長、田村市
長、南相馬市副市長、桑折町長、川俣町
長、大玉村副村長、三春町長、広野町
長、楢葉町長、富岡町長、川内村長、大
熊町長、双葉町長、浪江町長、葛尾村副
村長、飯舘村長

国：根本復興大臣、浜田復興副大臣、坂本
総務副大臣、峰久総局事務局長

　　　　県：佐藤知事、内堀副知事ほか
（1）会議の概要
　長期避難者等の生活拠点の整備をさらに進める
ため、国からコミュニティ復活交付金、避難者受入
経費への財政措置の見直し及びコミュニティ研究
会等についての説明、県からは復興公営住宅の先
行整備の進捗の説明を行い、市町村長と意見交換
を行った。
　復興公営住宅に関しては、先行整備500戸の進捗
状況の報告と、県の整備計画の公表とこれを踏ま
えた整備方針のとりまとめを経た本格整備へのス
ケジュールが示された。

　いて、個別の受入れ事務に要する経費を積み上
げる方式から、一人当たりの標準的な受入れ経
費の単価を用いる方式に見直された。

③コミュニティ研究会について
　　避難元自治体、福島県、関係省庁が有識者等
の意見を聴取しながら、良好なコミュニティを
確保する方策をハード・ソフト両面にわたって
検討するための研究会を設置した。

　検討課題は、以下の５つ。
　1）復興公営住宅におけるコミュニティスペー
　スの確保策

　2）避難者のコミュニティを形成するためのソ
　フト施策

　3）避難者の健康的な生活を確保するためのソ
　フト施策

　4）避難者と受入自治体住民との交流の場の確
　保策

　5）その他コミュニティ維持のための方策

　　構成員は、避難元自治体、福島県、国（復興庁
を始め、関係府省）。

　　スケジュールは、6月下旬に第１回研究会を
開催し、10月にかけて有識者等へのヒアリング
と施策の検討を行い、11～12月に方針・施策案
をとりまとめ。

④復興公営住宅の先行整備の進捗について
　　復興公営住宅は先行で500戸の整備を進めて
おり、郡山市、会津若松市、いわき市の3市9地区
において、用地取得、設計等に着手済みで、設計
が完了次第、順次工事に着手。平成25年度に予
算化した1,000戸についても早期に建設地を定
めて順次工事に着手する予定。

⑤今後のスケジュールについて
　　6月中旬に福島県が復興公営住宅の整備計画
を公表し、これを踏まえて受入自治体ごとの個
別部会を開催して、個別部会ごとに順次整備方
針を取りまとめる。

　　この整備方針を踏まえて、コミュニティ復活
交付金を活用した復興公営住宅の本格整備と
関連基盤整備、避難者支援事業等に取り組む。

①コミュニティ復活交付金（長期避難者生活拠点
形成交付金）について

　　制度の特徴は、1）復興公営住宅を中心とした
基盤整備とコミュニティ維持のためのソフト
施策を一体的に実施、2）関連基盤整備等事業に
ついては、避難者の増加への対応や長期にわた
る避難生活の安定という観点から対象事業を
充実、3）福島県、受入自治体、避難元自治体が連
携し、共同で「生活拠点形成事業計画」を策定、
という３点である。

②避難者受入れ経費への財政措置の見直しにつ
いて

　　避難者受入れに係る財政措置の充実を図る
観点から、原発避難者特例法の避難住民の受入
れに伴う経費の算定方法（市町村分）につ
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　この個別部会は、平成24年度に10回、平成25年度
に28回、平成26年度に14回、平成27年度に4回の合
計56回開催された。

⑥個別協議の開催状況 受入自治体 避難元 開催日 議題等

24.12.21 飯野町での住宅整備について

25.4.11 生活拠点の各種課題について

25.7.5 笹谷、北信での住宅整備について、土地情報など

26.5.30 北沢又での住宅整備について

26.7.23 北中央での住宅整備について

24.11.6 生活拠点の確保に関する課題検討ほか

24.12.19 生活拠点の確保・整備の方針について

25.3.28 生活拠点の確保・整備の方針ほか

25.8.8 生活拠点の確保・整備の方針、国道118号線拡幅事業等

26.3.3 入居募集案内、国道118号線拡幅計画について

26.9.24 白虎町他での復興公営住宅整備について

24.11.21 生活拠点の確保に関する課題検討ほか

24.12.21 生活拠点の形成に向けた方針について

25.3.26 生活拠点の確保・整備の方針ほか

25.8.6 生活拠点の確保・整備の方針、土地情報等

26.2.26 入居募集案内、土地情報について

25.6.23 復興公営住宅整備計画について、他

25.7.12 候補地情報、生活拠点の確保・整備に係る主な検討課題

25.9.12 生活拠点の形成に向けた方針、候補地について

25.12.16 整備候補地について

26.3.25 整備候補地、関連基盤整備、コミュニティ交流員について、他

26.9.24 整備候補地、関連基盤整備事業について

26.12.16 整備候補地、サポート施設整備事業について

27.8.5 整備候補地、サポート施設整備事業について、他

27.10.23 北部清掃センター長寿命化事業について

28.2.19 関連基盤整備事業について、他

26.2.4 生活拠点の確保・整備に係る主な検討課題について、他

26.5.27 整備候補地、生活拠点の形成に向けた取組方針について

25.5.21 生活拠点の確保・整備に係る主な検討課題について、他

25.7.3 生活拠点の確保・整備の方針、根柄山での整備の検討について

26.8.26 表、若宮地区での整備について

27.5.13 道路事業について（石倉、表）

25.7.11 生活拠点の確保・整備に係る主な検討課題について、他

26.2.3 生活拠点の確保・整備に係る主な検討課題について、他

25.2.7 生活拠点の確保・整備に係る主な検討課題について、他

25.7.8 生活拠点の整備、土地情報について

26.7.30 道路事業（上町）、下水道事業（北原）、整備候補地について

25.12.25 災害公営住宅整備に関する協定について、他

26.4.30 道路事業（仁井田）、スポーツ交流事業について、他

27.2.26 コミュニティ交流広場整備事業について、他

25.1.30 復興公営住宅整備に関する各種課題について

25.10.11 生活拠点の形成に向けた方針について

26.9.22 東段地区での復興公営住宅の追加整備について

25.4.15 生活拠点の確保・整備に係る主な検討課題について、他

26.3.3 生活拠点の形成に向けた取組方針について、他

26.3.18 復興公営住宅整備（壁沢地区）について

25.5.30 生活拠点の確保・整備に係る主な検討課題

25.7.2 生活拠点の整備について

25.2.4 生活拠点の確保・整備に係る主な検討課題について、他

25.4.23 生活拠点の形成に向けた方針について、他

25.5.31 恵下越地区における生活拠点の形成について、他

25.6.13 恵下越地区における生活拠点の形成について

25.7.18 生活拠点の整備について、他

26.4.22 町道整備（平沢）、グループホーム整備について

26.5.16 生活拠点の確保・整備に係る主な検討課題について、他

26.9.22 下北迫での住宅整備について
広野町 富岡町

大熊町

川俣町 飯舘村

大玉村 富岡町

本宮市 浪江町
大熊町

桑折町 浪江町

田村市 大熊町

南相馬市
浪江町
飯舘村
双葉町

二本松市 浪江町

郡山市
富岡町
大熊町
双葉町

いわき市

浪江町
富岡町
大熊町
双葉町

福島市 飯舘村
浪江町

会津若松市 大熊町

白河市 双葉町

開催状況 平成24年度 10回
平成25年度 28回
平成26年度 14回
平成27年度 4回
計 56回

三春町 葛尾村
富岡町
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　復興加速化会議は、復興事業を進めるにあたり、
発注機関である国土交通省、岩手県、宮城県、福島
県、仙台市や建設業団体の代表者等が集まり、現在
の状況を報告するとともに、必要な施工確保対策
をとり、復興を推進するため開催されているもの
である。
（1）目的
　近年の土木・建築工事分野における工事量の減
少やそれに伴う技術者の減少が進んでいた中、被
災地では復旧・復興事業が本格化してきており、従
来の手法だけでは対応しきれないことが予見され
た。
　そのため、定期的に関係団体との情報共有や意
見交換を行うことにより、第一線の現場の声を聞
くことで早急に対応策を打ち立てることを目的と
する。
（2）構成員
　①業界団体
　　１）東北建設業協会連合会
　　２）一般社団法人日本建設業連合会
　　３）全国生コンクリート工業組合連合会
　　４）一般社団法人セメント協会
　　５）一般社団法人全国コンクリート製品協会
　②地方自治体
　　１）岩手県 ２）宮城県 ３）福島県 ４）仙台市
　③国等の機関
　　１）復興庁宮城復興局
　　２）経済産業省東北経済産業局
　　３）農林水産省東北農政局
　　４）国土交通省東北地方整備局
　　５）ＵＲ都市機構

3 －４　国土交通省との連携
（3）開催状況

※１「災害公営住宅工事確実実施プログラム」
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※２「営繕積算方式」の普及・促進
　国直轄工事（営繕工事）の積算手法が地方公共団
体へ情報提供された。これにより、学校や庁舎等の
公共建築工事を確実・円滑に実施するため、復興公
営住宅の取組と整合を取り、実勢価格や現場実態
を的確に反映した適正な予定価格を設定するため
の積算手法（「営繕積算方式」等）の普及・促進が図
られた。
【営繕積算方式とは】
・ 国の統一基準である「公共建築工事積算基準」に
　基づく積算に加え、国交省発注の営繕工事にお
　ける円滑な施工確保対策としてとりまとめた各
　種対応策を適切に活用し、積算する方法。

適切な工期設定
市場価格との乖離が認められる工種の見積活用
現場実態に合った共通仮設費の積上
物価上昇等への適切な対応

「見積活用方式」の適用の明確化
共通仮設の積上項目の明確化

共通仮設費及び現場管理費の実態調査

●「営繕積算方式」の活用及び「積算の見える化」
に関する『マニュアル』を作成し、臨時説明会
を実施
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　東日本大震災では、復旧・復興事業の増大に伴
い、労務・資材不足が発生し、災害公営住宅建設費
が大きく高騰した。
　このため、平成25年9月1日から岩手県、宮城県及
び福島県の区域内において実施する事業に関して
は、被災地における建築工事費の上昇を踏まえ、被
災3県の標準建設費について、主体附帯工事費を
15％増額するとともに、工期の短縮等による工事
費の上昇等に対応するための特例加算が追加され
た。
　平成27年1月1日からは、被災地における工事費
の状況や軟弱地盤、離島部における工事実施等の
特殊な条件に対応するため、標準建設費のさらな
る引き上げが措置された。
　また、建設費が補助限度額を超え、事業主体の負
担が大きくならないよう、国土交通省住宅局にお
いては、標準建設費を随時見直している。

（1）標準建設費=「主体附帯工事費」＋「特例加算」
　　　標準建設費とは、建設にかかる費用の補助
対象上限額であり、公営住宅法に基づき、住宅
の立地・構造・階数等に応じ、毎年の物価変動
を反映して国土交通大臣が定める額である。

　　　標準建設費は、主体附帯工事費（地区、地域・
構造・階数等により決定される金額 ）及び特例
加算（特別な工事により費用を要する場合に
加算される金額）によって構成されている。
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①同附則第2条第3項：別表第2（15）
　「その他特別工事費①」
ア 上限額：1戸あたり2,695,000円
　地域特有の事情等により、性能の向上又は工
期の短縮等を図るために特別の工事を実施す
る場合に適用する。

イ 適用範囲
　環境共生のための設備等で標準化されたもの
以外で、当該地域特有の事情により必要な設
備等

ウ 具体例
　太陽光発電設備や蓄電池の設置

②同附則第２条第３項別表第２（15）
「その他特別工事費②」
ア 上限額：1戸あたり2,695,000円
　地域特有の事情等により、特殊な条件下で工事
を実施する必要があり、やむを得ない場合にお
いては、国土交通大臣が別に決定した額で適用
する。

　また，その他特別の事情がある場合に適用す
る。

イ 適用範囲
　予測されない事故等による手戻り工事、特別な
事情による工事費の増額等（その他特別工事費
①に該当するものを除く）

ウ 具体例
     ・バランス釜との差額，
     ・景観に配慮した勾配屋根や地形の特殊性に  
      よる雁行型等の差額
     ・インフレスライド
     ・労働者確保，宿泊所建設等

　平成25年9月1日付けで、被災地の工事費上昇等
への対応として標準建設費の改正と併せ、特例措
置として新規に「その他特別工事費」の枠が設置
された。
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3 － 5　UR都市機構への支援要請

　県営の復興公営住宅の整備に関して、「UR都市
機構」への支援要請については、第一次福島県復興
公営住宅整備計画を策定した平成25年6月以降に
本格的に協議を開始した。この時点で、全体で概ね
3,700戸のうち、いわき市に1,800戸を整備する計画
であった。復興公営住宅の早期整備のため、このう
ちの1,000戸をUR都市機構に支援要請する方針を
固めた。
　平成25年11月26日に、UR都市機構と「福島の復
興及び再生に向けた復興公営住宅の整備に係る基
本協定」（以下、「基本協定」という。）を締結し、佐藤
雄平知事（当時）と上西郁夫理事長（当時）とが調印
する協定締結式を執り行った。
　平成25年12月に福島県復興公営住宅整備計画を
改定（第二次計画）し、全体で4,890戸となったが、
いわき市での整備予定戸数は1,760戸で、県内で最
も多い状況は変わらなかった。

独立行政法人都市再生機構法
第11条
十六　災害の発生により緊急に賃貸住宅を建設する必

要がある場合において、第13条第1項に規定する国
土交通大臣の求め又は第14条第3項に規定する地方
公共団体の要請に基づき、当該賃貸住宅の建設を行
い、並びにその管理、増改築及び譲渡を行うこと。

３　機構は、前二項の業務のほか、前二項の業務の遂行
に支障のない範囲内で、委託に基づき、次の業務を
行うことができる。
一　建築物の敷地の整備又は宅地の造成及び整備
した敷地又は造成した宅地の管理を行うこと。
三　建築物の敷地の整備若しくは宅地の造成又は
住宅の建設と併せて整備されるべき公共の用に供
する施設の整備を行うこと。
五　市街地の整備改善、賃貸住宅の供給、管理及び
増改築並びに都市公園の整備のために必要な調
査、調整及び技術の提供を行うこと。

第14条
３　地方公共団体は、災害の発生により緊急に賃貸住宅
を建設する必要があるときは、機構に対し、第11条
第1項第16号に掲げる業務（これに附帯する業務を
含む。）に関し、当該業務に関する計画を示して、そ
の実施を要請することができる。

独立行政法人都市再生機構法施行令

第4条　法第14条第1項から第3項までの要請は、これに
基づき業務を行うべき地区をその区域に含むすべ
ての都道府県及び市町村が行うものでなければな
らない。

２　法第14条第1項から第3項までの規定による業務に
関する計画には、当該業務を行うべき地区の名称及
び区域、事業の内容（同項の規定による業務に関す
る計画にあっては、賃貸住宅の戸数）、事業の施行期
間その他の基本的事項を記載しなければならない。

福島復興再生特別措置法

第30条　独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都
市再生機構法（平成15年法律第100号）第11条第1項
に規定する業務のほか、福島において、福島の地方
公共団体からの委託に基づき、同条第3項各号の業
務（特定帰還者に対する住宅及び宅地の供給に係る
ものに限る。）を行うことができる。

　UR都市機構による災害時における公営住宅の
整備に係る支援については、根拠規定である「独立
行政法人都市再生機構法」（以下、「機構法」とい
う。）第14条第3項、及び「機構法施行令」第4条に定
められた要請が必要であった。UR都市機構に建設
を要請する地区があるいわき市からも要請が必要
であったため、それぞれの地区について、福島県と
いわき市における「UR都市機構に建設要請するこ
とについて協議し、これに同意する」旨の協議・回
答をもってUR都市機構に建設を要請した。
　また、住宅整備に必要な基本計画検討や基盤整
備工事については、「福島復興再生特別措置法」第
30条により「機構法」第11条第1項に規定される業
務を、UR都市機構が実施することが可能となった
ため、主に「機構法」第11条第3項第1号、第3号、第5
号に規定される業務内容について、UR都市機構と
の受委託契約によって支援を受けた。

第
3
章



43

入居募集と公営住宅の管理第 4章

4 －１　入居支援センターの開設
　復興公営住宅の入居対象者である原子力災害に
より避難指示を受けている方は、全国各地に数多
く避難しており、これらの方から膨大な数の問合
せや入居申込が予想された。
　このため、窓口を一本化し、問合せや募集から選
定までの業務を集中的に行うとともに、一元的な
情報の発信を行うことで、避難者が復興公営住宅
へ円滑に入居できるよう、「福島県復興公営住宅入
居支援センター」を平成26年2月に設置し、復興公
営住宅への入居に関する業務を行っている。
　平成30年2月28日現在、入居支援センターにおい
て4,389戸の募集を行い、延べ8,719件の応募があ
り、3,816戸について入居者が決定している。

〈福島県復興公営住宅入居支援センター〉
【所在地】　
　福島市中町８－２ 福島県自治会館７階
【受託者】　
　特定非営利活動法人循環型社会推進センター
【設置日】
　平成26年2月14日
【募集開始日】
　平成26年4月1日
【主な業務】
     ①問合せ等の対応
       ・復興公営住宅の建設予定、募集期間
　　 ・募集中の団地、規模、募集方法
　　 ・入居手続き、入居要件、家賃
　　②入居の募集
　　 ・募集の広報
　　 ・入居予定者選考申込書の受付
　　③入居者の選定
       ・抽選による選定

入居支援センターの活動実績　　H30.2.28 現在

H26 18,400 7,708 1,732 824 H25

H27 13,068 2,842 3,386 2,049

H28 6,274 2,652 2,263 1,529

H29 6,236 710 1,388 481

43,978 13,912 8,719 4,883
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　県で整備する復興公営住宅の入居者は、原則と
して原子力災害による避難者（居住制限者）を対象
としている。

　募集においては、原子力災害により避難指示を
受けている方を対象に、避難指示区域等を有する
市町村及び入居対象者への意向調査等の状況に応
じて、従来の居住地域や避難先で築かれつつある
コミュニティの維持に配慮して募集している。
　具体的には、次の３項目の入居方針により募集
を行っている。
　①コミュニティ維持のため、市町村単位での入
　　居に配慮すること。
　②親族同士等、複数世帯での入居（グループ入
　　居）に配慮すること。
　③高齢者、障がい者、妊婦を含む子育て世帯等に
　　配慮すること。

　県営復興公営住宅の募集対象者は、現に避難指
示を受けている居住制限者としていたが、居住制
限者のみを対象に募集を行っても、なお空き住戸
がある場合は、避難指示が解除された区域の方（旧
居住制限者）も募集対象に加えることが、平成29年
8月28日に開催された「新生ふくしま復興推進本部
会議」において決定された。
　居住制限者のみを対象とした最終募集を平成29
年9月11日から10月10日まで実施した後、同年11月
定期募集（11月20日～12月15日）から、入居対象者
に旧居住制限者を加えた募集を行った。

※旧居住制限者も加えた募集の状況

4 － 2　入居募集の経緯 4 － 3　入居対象者の拡大

　指定管理者において、高齢単身世帯に対して月
１回の安否確認業務を行っているほか、立地市町
村の社会福祉協議会の生活相談員が全世帯を対象
に、一般世帯は３ヶ月に１回、高齢者や障がい者の
いるスポット世帯には、月１回の訪問活動を行う
など、生活の支援を行っている。
　また、県が委託しているコミュニティ交流員が
入居者同士や立地地区との交流会を企画するなど
コミュニティの維持に取り組んでいる。

４－４　入居者支援

《参考》
・復興公営住宅の入居対象者は、災害により滅失し
た住宅に居住していた者であり、福島復興再生特
別措置法により、原子力災害による居住制限者も
入居対象とみなされることとなった。
・居住制限者とは、避難指示区域（警戒区域、計画的
避難区域、帰還困難区域、居住制限区域、避難指示
解除準備区域）に存する住宅に平成23年3月11日
において居住していた者である。

《トピック》
　ペットの飼える住宅の整備を求める被災住民
の強い要望に応え、団地、棟を限ってペット飼育
可能の住宅を整備した。
　基本的には、郊外に建設した戸建タイプの住戸
をペット飼育可能住宅としているが、一部集合住
宅についても、棟単位でペット飼育可能の住宅と
した。
※ペット飼育可能な住戸数：1009戸

※応募件数には、再募集及び再々募集の件数を
　含まない。
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　復興公営住宅は、入居者から施工瑕疵や入居者
が責めを負わない修繕、改善要望等様々な不具合
等の情報が寄せられた。
　直営工事、設計者・施工者一括選定方式、買取方
式、UR買取方式など、復興公営住宅の整備手法も
様々であったため、平成28年に復興公営住宅の入
居後の円滑な管理運営を行うため、「復興公営住宅
の管理開始後の不具合等の対応について（通知）」
（平成28年11月28日付け28建第2295号）を発出し
た。
　これにより、関係者の多い復興公営住宅の不具
合対応に関する役割分担と事務手続きを明確にし
た。　
　また、入居者からの不具合等の情報を受けた際
に、関係機関が迅速に対応できるよう、「修繕等受
付簿兼報告書」の様式を定型とし、四半期毎に不具
合の内容をとりまとめた「不具合事例集」を作成
し、管理を行っている各建設事務所・指定管理者に
配布した。

4 － 5　不具合対策

不具合等対応フロー

修繕等受付簿兼報告書

不具合事例集
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各種制度の拡充第 5章

5 －１　東日本大震災復興特別区域法

5 － 2　東日本大震災復興交付金
　復興特区法を根拠法として、平成24年1月16日に
「東日本大震災復興交付金」（以下、「復興交付金」と
いう。）の要綱が制定された。
復興交付金の交付対象は、基幹事業（5省40事業）と
関連事業である効果促進事業等である。また、地方
負担の軽減として以下の２点が挙げられる。
　・ 基幹事業に係る地方負担分の50%を追加的に
　　国庫補助
　・ なお生じる地方負担は震災復興特別交付税に
　　より全額手当て
　ただし、復興公営住宅整備事業等は家賃収入が
あることから、地方負担に対する震災復興特別交
付税の交付対象からは除かれた。
　執行の弾力化・手続きの簡素化として、以下の２
点が挙げられる。
　・ 市町村の復興交付金事業計画全体（関連する
　　県事業を含む）をパッケージで復興局、支所等

　災害公営住宅の入居者資格について、公営住宅
法では「災害により滅失した住宅に居住していた」
ことと定めている（公営住宅法第8条第1項、第17条
第3項、第22条第1項）。しかしながら、福島第一原子
力発電所の事故（以下、「原発事故」という。）に伴う
避難指示区域に居住していた人の住宅は、「災害に
より滅失していない」場合が多数であり、これらの
人々の居住の安定を確保するためには、復興公営
住宅の入居者資格について読み替えの規定が必要
であった。
　原発事故に伴う原子力災害により深刻かつ多大
な被害を受けた福島の復興・再生について、その置
かれた特殊な諸事情とこれまで原子力政策を推進
してきたことに伴う国の社会的な責任を踏まえて
推進することを目的とした「福島復興再生特別措
置法」（以下、「福島特措法」という。）が、復興特区法
の成立から３か月半後の平成24年3月30日に成立
した。
　この福島特措法において、復興公営住宅の入居
者資格の特例が定められ、「特定帰還者」向けの復
興公営住宅の整備に道が開かれた（第27条～第29
条）。

　　に提出
　・ 基金の設置、交付・繰越・変更等の手続きの簡
　　素化
　復興交付金の基幹事業（5省40事業）のうち、復興
公営住宅の整備等に関連するものは、①災害公営
住宅整備事業等、②災害公営住宅家賃低廉化事業、
③東日本大震災特別家賃低減事業、がある。
　福島県内において地震・津波の被害により居住
していた住宅を滅失した人に対する災害公営住宅
は、被災市町村が自ら事業主体となって整備して
おり、平成29年6月に2,807戸の整備を完了した。

　東日本大震災は、これまでに経験のない未曾有
の被害であり、被災状況や復興の方向性が地域に
より様々で、著しい被害を受けた地域の速やかな
復興のためには地方公共団体の負担軽減と迅速な
対応が必要であった。これらを踏まえて、震災から
９か月後の平成23年12月14日に「東日本大震災復
興特別区域法」（以下、「復興特区法」という。）が成
立した。
　福島県では、復興特区法第４条に基づき、県内の
全市町村と県の連名で、県全域を計画区域とする
「福島県復興推進計画（公営住宅）」を作成し、平成
25年7月5日に認定を受けた。
　連名で県全域の計画を作成し認定を受けること
としたのは、受けられる特例の有無、期間につい
て、被災者が個々の市町村毎に特例の有無等を確
認する必要を無くすこと、また、県営住宅が存する
各市で特例の有無等が異なる不都合を無くすこと
により、少しでも帰還の妨げとなる事象を除くた
めであった。
　これにより、県内にある公営住宅において、公営
住宅等の整備に係る入居者資格要件の特例、公営
住宅の被災者への譲渡制限期間を耐用年限の1/4
から1/6に短縮、譲渡対価の使途を地域住宅計画に
基づく事業等の実施に要する費用にも充てること
が可能となる特例を受けられることとなった。

5 － 3　福島復興再生特別措置法
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　福島特措法に基づき、復興公営住宅の整備・管理
を交付対象とする交付金は、当初、「長期避難者生
活拠点形成交付金」として平成25年5月15日に要綱
が制定されたが、平成26年2月28日に「福島再生加
速化交付金（長期避難者生活拠点形成）」として要
綱が統合された。
　生活拠点事業として、①災害公営住宅整備事業
等、②災害公営住宅家賃低廉化事業、③東日本大震
災特別家賃低減事業、が位置づけられるとともに、
復興交付金の効果促進事業に相当する「避難者支
援事業等」が位置づけられている。
　地方負担の軽減と執行の弾力化・手続きの簡素
化については、復興交付金と同様の制度設計であ
る。

　以下のような場合で、地方公共団体等により住
宅団地の用地を買い取る際は、土地等の譲渡所得
について5,000万円の特別控除を適用する。

①土地収用法、都市計画法等の規定に基づき収容
　される場合
　→一団地の津波防災拠点市街地形成施設
　→一団地の住宅施設（一団地における50戸以上
　　の集団住宅等）

②収用権を背景に買い取られる場合（収用手続き
　を経ることを要しない）
　→都市計画事業認可が行われている場合
　→都市計画事業に準ずる事業として行う一団地
　の住宅施設（＊）（一団地における50戸以上の集
　団団地等）のために買い取られる場合
　（＊）敷地の整備は事業施行者（地方公共団体）が行い、住宅
　　　 施設の建設は被災者が行う場合も含む。

③50戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に
   供するために買い取られる場合。
　→災害公営住宅等の整備を行う場合

5 － 4　福島再生加速化交付金
　　　　（長期避難者生活拠点形成）

5 － 5　所得税等に係る課税の特例措置
　　　　被災者のための住宅団地等の用地確保を円滑に
進めるため、用地を譲渡する者に対する課税の特
例措置が講じられた。

租税特別措置法第33条第1項第1号、第2号、第4号

特定住宅被災市町村の区域内にある土地等が、平
成28年3月31日までの間に、復興事業等の用に供す
るために地方公共団体等に買い取られる場合に
は、土地等の譲渡所得について2,000万円の特別控
除を適用する。

東日本大震災に係る特例措置
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　復興公営住宅は国、関係市町村との協議を踏ま
え、早期に大量な供給が必要であることから、県内
部において避難地域復興局と土木部が連携して業
務を行った。
主な役割は以下のとおり

　復興公営住宅の整備については、県の最重要課
題として効率的かつ迅速に実施する必要があった
ため、土木部内に「復興加速化チーム」を設置し、毎
月、目標・実績・課題・取組を部全体で共有し、進捗
状況の確認や課題の早期解決を図った。

　本庁と出先事務所（建設事務所）との役割分担
は、以下のとおりとして効率良い執行に努めた。

6 －1　避難地域復興局との連携・役割分担

6 －2　土木部内の体制

6 －3　建設事務所との役割分担

〈避難地域復興局〉
主担当業務は、市町村との調整、地権者の同意に向
けた調整
　・国及び関係市町村との協議
　・建設用地の選考、決定
　・入居条件の検討　　　　　　　　など

〈本庁建築住宅課〉
　・予算確保
　・議会対応
　・建設候補地の選定
　・建設用地の地権者交渉（契約の同意まで）
　・地質調査、造成設計、建築設計
　・入居者募集、決定

〈土木部〉
主担当業務は、技術的な判断、用地取得の実務
　・予算要求、コミュニティ復活交付金の手続き
　・用地買収、測量、地質調査、設計、工事
　・入居管理、施設管理　　　　　　　など

〈建設事務所〉
　・建設用地の契約書調印・移転登記
　・工事（買取方式を除く）の発注、工事監理
　・完成後の入居手続きなどの入居管理
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第7回新生ふくしま復興推進本部会議
　　　　　　　　　　　　　　　　　（H25.6.14）
・第一次福島県復興公営住宅整備計画を策定
・3,700戸を平成27年度までに整備予定

第15回新生ふくしま復興推進本部会議
　　　　　　　　　　　　　　　　（H25.12.20）
・第二次福島県復興公営住宅整備計画を決定
・住民意向調査結果をもとに1,190戸増の4,890戸を
整備
・整備スケジュールは、第二次計画で上乗せした戸
数についても、平成27年度以降早期に入居できる
よう整備
・建設に関する考え方に、戸建てや2戸1棟注宅、ペッ
ト飼育が可能な住宅の整備を行うことを追加

第26回新生ふくしま復興推進本部会議
　　　　　　　　　　　　　　　　　（H26.8.4）
・第一次整備計画で平成27年度までの完成を目指し
ていた3,700戸のうち、約1,600戸の完成が整備箇所
の選定に時間を要したことなどを理由に1～9ヶ月
遅れることを公表

第33回新生ふくしま復興推進本部会議
　　　　　　　　　　　　　　　　　（H27.1.30）
・地区ごとの造成設計により宅地造成に時間を要す
ることが判明し、年度毎の整備見通しを公表
　【資料１、資料２】

第35回新生ふくしま復興推進本部会議
　　　　　　　　　　　　　　　　　（H27.3.9）
・復興公営住宅の早期整備・避難者への支援対策を
公表
・買取方式など新たな手法を含めながら、あらゆる
手段を講じて期間短縮に努める
・住宅整備に関する進捗状況をきめ細かに情報提供
・将来設計を立てやすくするため、入居者募集の前
倒し実施
・未定用地520戸のうち、149戸分で確保見込み
【資料３】

第45回新生ふくしま復興推進本部会議
　　　　　　　　　　　　　　　　　（H27.9.7）
・平成27年8月までに4,890戸全ての用地が確保でき
る見込みがたったため、整備見通し追加公表。

第54回新生ふくしま復興推進本部会議
　　　　　　　　　　　　　　　　　（H28.6.20）
・直近の入居需要見通しを踏まえ、7地区211戸の募
集保留を決定し、整備見通しを修正。
【資料４】

第72回新生ふくしま復興推進本部会議
　　　　　　　　　　　　　　　　 （H29.8.28）
・直近の入居需要見通しを踏まえ、北沢又団地60戸
の保留解除と3地区123戸（地区未定の51戸を含む）
の募集保留に加え、居住制限者のみ募集を行って
も、なお空き住居がある場合は旧居住制限者も募
集対象とすることを決定。
【資料５】

6 －4　新生ふくしま推進本部会議

　県では、知事を本部長として全庁一体となった
復興・再生を推進するため、「新生ふくしま復興推
進本部会議」を設置している。復興公営住宅を議題
として共有、決定した内容は以下のとおり。
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☆受託者との綿密な工程調整により、期間
短縮。

☆協議調整の迅速化により、期間短縮。

復 興 公 営 住 宅 早 期 整 備 ・支 援 対 策

☆建設業界に対し、こまめに発注情報の提供
を行い、入札不調をなくす。

○ふくしま復興住宅供給推進会議において、建設
業界に協力を要請
○同会議の分科会（専門部会・方部別部会）にお
いて実情を把握し、対策を協議

☆施工性を優先した設計と、施工者からの提
案の積極的な採用により、期間短縮。

○施工性を優先した設計
○事業者選定に当たり、工期短縮につながる
施工上の優れた提案の採用

○着工後も工期短縮につながる変更に柔軟に
対応

☆鉄骨造等も含めた中層住宅の買取
方式の導入により、期間短縮。

整備期間の短縮

① 造成設計

② 開発協議等

③ 工事施工確保対策

④ 造成工事

⑤ 建築工事

◎工程の各段階で必要な作
業を精査・見直しし、整
備期間の短縮を図ってい
く。

避難者への支援
C 

◎復興公営住宅への入居ま
での間、きめ細かな支援
を展開する。

① 入居前の生活設計

② 生活の安全・安心
の確保

③ 健康の維持・生活
の安定

④ 生活再建 

C C C 
○建設型仮設住宅について、 
   日常的な修繕や追加工事 
   の要望に迅速丁寧に対応    
し、一斉点検や詳細な点検 
により、適時適切な修繕を 
実施 
○避難者支援に取り組む  
民間団体と連携して生活 
再建を支援 
○避難者へ帰還や生活再 

 建につながる情報発信 
○生活支援相談員を平成 

27年度には大幅に増員し、 
体制を強化するとともに、 
健康管理等を支援  
○県外避難者が抱える個 
別具体の課題に対応す 
るため、関東全域、山形 
及び新潟等の各都県へ 
復興支援員を配置 

○被災者の自立を支援する
ための就職相談窓口を県
内に設置し、相談を受付
○県内外の仮設住宅等を巡
回した就職相談や職業紹介
◯避難事業者に対する訪問
活動を通じた事業再開・
事業継続を支援
◯中小企業が事業継続・
再開を行うために必要な
資金を支援

 

○復興公営住宅整備に 
    関する進捗状況のき 
   め細かな情報提供 
○生活設計を早期に立 
    ててもらえるよう、入居 
    者募集を前倒して実施 
 

○弁護士による原子力損 
害賠償に関する相談事 
業を実施 
○被災した低所得者世帯や   
   ひとり親世帯に対する生 
活福祉資金や修学資金の 
貸付 
○仮設住宅に住む子どもの  
   居場所づくり、遊び等の支 
   援を実施 
○孤立化防止と子育ての 
不安の軽減（子どもの心 
のケア） 

 

○仮設住宅等に避難して 
 いる高齢者に対し、 自 
治体、各種団体と連携 
 し、見守りや介護予防 
など日常的にサポート 
○県民の健康状態を把 
   握 し、疾病予防、早期 
   発見、早期治療につな 
げ、将来にわたる県民 
の健康の維持、増進を 
図るため、県民健康調 
査を実施 
○乳幼児を持つ保護者や 
妊婦を対象にした子育て  
等に関する相談事業の 
実施 
○放射線に関するリスク 
コミュニケーションの一 
環として相談事業を実施 

 

復
興
公
営
住
宅
の
早
期
入
居
･
避
難
者
の
生
活
安
定
を
め
ざ
す

着工前事前準備 発注・造成工事 建築工事

○あらかじめ工場で生産された部
材を取り入れた工法（ＰＣ工法）
の活用
○木造住宅の買取方式の推進
○工期短縮可能な鉄骨造も含めた中
層住宅の買取方式の導入
○入札手続きの短縮

避 難 者 の 生 活 安 定

平成27年1月30日

平成27年3月9日
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復興公営住宅の今後の整備の見通しについて（方針）
平成 28 年 6 月 20 日 
生活拠点課、建築住宅課 

１ 現在の取組状況
（１）整備状況

・平成 年 月末現在 戸が入居開始。 年度末までに 戸、 年度まで
に 戸（全戸）完成予定。

（２）募集状況
・平成 年 月末時点で、 戸の募集に対し 戸が決定又は応募中（ ）。
・いわき市、福島市、桑折町、広野町以外の団地は概ね募集完了。
・平成 年 月末には、いわき市を中心に最終の募集（第５期募集）を行う予定。

２ 入居希望世帯数の把握状況
双葉４町 富岡町、大熊町、双葉町、浪江町 を対象に、平成 年度に実施した住民意
向調査での入居意向が、平成 年度の整備計画策定時に実施した意向調査に比べ減少し
ていることから、追加調査を実施したうえで入居希望世帯数を以下のとおり見込んだ。
（１）４町の意向調査の未回答者及び判断できない方に対する追加調査 ～
・対象：建設型仮設 戸別訪問：約 世帯 及び借上型仮設 郵送：約 世帯
・結果： 世帯が、新たに入居希望世帯と判明。

（２）「判断できない世帯」の入居需要の想定
・４町の追加調査後も約 世帯が「判断できない」状態。
・これらの世帯等からも一定の応募があると想定 約 世帯程度 。

（３）入居希望世帯数の見込み
・５月末時点の入居決定者に追加調査で判明した入居希望世帯及び判断できない世帯
から一定の割合が入居希望として想定した世帯を加え、現時点では約 世帯が
入居希望世帯と判断。
・現整備計画戸数 戸と比較すると、入居希望世帯は約 世帯ほど減少してい
ると考えられる。

３ 今後の進め方
（１）第５期募集における募集戸数の一部保留

これまでの入居決定状況や追加意向調査の結果等を踏まえ、入居希望が減少してい
ると考えられる地区の今後の入居募集を一部保留する。保留する地区及び戸数は整備
の進捗状況なども考慮し、 地区 戸（別紙（資料１－２））とする。

（２）募集を保留した住宅の取り扱い
第５期募集の応募状況や避難指示解除等の動向を見極め、需要があると見込まれる
場合には保留を解除し追加の募集を実施する。ただし、保留を解除する時期によって
は住宅の完成が平成 年度以降となる場合もある。
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復興公営住宅の今後の対応方針について（案）
平成 年 月 日

避難地域復興局 生活拠点課
土木部 建築住宅課

１ 現在の取組状況
（１）整備状況

・平成 年 月末現在 戸が完成。順次、入居開始。

（２）募集及び入居状況
・一部の団地について募集を保留し 団地 戸 、その後、下北迫 広野町 戸
については需要が見込まれたことから保留を解除。
・計画戸数 戸のうち保留戸数 戸を除いた 戸の募集に対し、 戸
の入居が決定 。
・空き住戸は 戸。この８割に相当する 戸が、いわき地区と相双地区。

２ 今後の対応について
（１）保留団地の取扱い

市町村 団地 計画戸数 保留戸数 取扱い

福島市 北沢又 戸 戸 需要が見込まれることから保留解除。

いわき市

勿来酒井 戸 戸 保留継続。
今後の需要に応じて保留解除。磐崎 戸 戸

平赤井 戸 戸
保留継続。
ただし、保留分は､今後の需要に応じ
て他地区で整備することとし、当該
団地での整備は完了｡

大玉村
大玉村営

横堀平 戸 戸

三春町
葛尾村営

恵下越 戸 戸

（２）（１）の取扱いに基づく復興公営住宅の完成時期（予定）
・北沢又団地は、保留を解除し整備に着手するが、完成は平成 年度後期になる予定。
・その他の団地は、今後需要が発生した場合に保留を解除するが、整備に着手した場
合でも、完成は平成 年度以降となる見込み。

・このことにより、今年度末までの完成予定戸数は 戸となる。

（３）空き住戸の取扱い
・現に避難指示を受けている居住制限者を対象に募集してきたが、居住制限者のみを
対象とした最終の募集を９月に行い、その結果、なお空き住戸がある場合は、旧居
住制限者（避難指示が解除された区域の方）も募集対象に加える。
・旧居住制限者が応募できる団地は、９月の募集結果を踏まえ決定するが、７月末時
点で比較的空き住戸が多い、いわき地区及び相双地区の団地を想定している。
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　東日本大震災からの住まいの早期復興に向け、
被災者や被災地の実情を踏まえながら、被災市町
村ほか関係機関が連携協力して、住まいの自立再
建や災害公営住宅等の整備などを着実に促進でき
るよう、建築住宅課が事務局となり、平成23年12月
9日に本会議を設置した。

　
次に掲げる事項の検討・連絡調整
（1）下記に関する基本的な方針、供給量、供給手　
　  法、整備体制等に関すること。
　  ア　被災者の住宅確保に係る意向確認
　  イ　住まいの自立再建の支援
　  ウ　災害公営住宅等の整備
　  エ　「福島県地域型復興住宅」の供給
　  オ　応急仮設住宅の復興住宅等への再利用
（2）その他住まいの復興に必要な事項

（1）次の県内市町村における住宅施策担当課長
　  ア　激甚災害に対処するための特別の財政援   
          助等に関する法律施行令第41条により激  
          甚災害指定地域に指定された市町村
　　イ　災害公営住宅整備事業の対象市町村
　  ウ　原子力災害による避難・受入市町村
（2）県地域型復興住宅推進協議会長
（3）県土木部次長（建築担当） ※会議代表
　　関係建設事務所建築住宅部長
（4）国土交通省 住宅局住宅総合整備課長
　　東北地方整備局 建政部住宅調整官
（5）県企画調整部 避難地域復興局次長

（6）市町村行政や住宅金融に係るオブザーバー
　　　　ex.住宅金融支援機構東北支店

　[ ]内は国等職員（その他は県職員）
　第１回（H24.01.18）
      ・本会議の設置、住まいの復興状況・意見交換
　第２回（H24.02.14）
  　  ・ 福島復興再生特措法案[伊藤住宅総合整備課長]
　   ・災害公営住宅整備の留意点[同課・佐々木補佐]
　   ・災害復興住宅融資の対象拡大[麻生支店長]
　   ・住宅復興に係るH24県予算
　第３回（H24.03.14）
　　・福島県住宅の再生・復興に向けた基本方針案
　　・民間住宅復興への県支援施策
　　・応急仮設住宅の供給方針、追加工事の実施
　　・災害公営の計画・供給の国直轄調査
　   [長谷川国総研住環境計画研究室長]
　第４回（H24.08.08）
　　・県復興公営住宅設計標準案
　　・国交省からの情報[楢橋住宅調整官]
　　・災害公営住宅制度・技術マニュアル[長谷川
　　　室長]
　　・自立再建者への融資状況[伊福副支店長]
第５回（H25.02.13）
　　・国交省・復興庁からの情報[小冨士課長補佐]
　　・復興公営住宅の整備、民間住宅復興への支援
　　・自立再建者への融資状況[伊福副支店長]
第６回（H25.05.28）
　　・災害公営の整備状況と課題[楢橋住宅調整官]
　　・災害公営の計画・供給手法の国直轄調査結果
      [受託者：市浦ハウジング&プランニング]
　　 ・仮設住宅の一斉点検、借上げ住宅の適正利用
第７回（H26.02.06）
　　・新交付金、住民意向調査[森村福島復興局補佐]
　　・第二次福島県復興公営住宅整備計画
　　・借上げ住宅の再契約、退去時の留意事項
第８回（H26.04.18）
　　・福島再生加速化交付金創設[倉野復興庁参事官]
　　・国における入札不調、施工確保対策、
　　多様な発注方式・工法[呉宅地整備調整官ほか]
　　・ＵＲにおける発注方式[桑原住宅整備部付]
　　
　以上全８回にわたり、関係機関が連携協力を強
め、複合災害からの住宅復興の道筋を見出して
行った。

6 －5　福島県住まいの復興に向けた連絡調整会議
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　被災者の住まいの再建に向けて、被災三県（岩手
県、宮城県、福島県）がそれぞれ特有の課題を抱え
ながら、市町村と連携して、自立再建住宅への支援
や、復興公営住宅の整備など様々な取組を実施し
ていたが、より一層、事業の円滑な推進を図るため
には、国や三県が情報を共有し、課題解決に取り組
むことが重要だった。
　そこで、国土交通省が中心となって、三県の情報
共有と意見交換をするため、平成24年７月に「岩
手・宮城・福島三県の住宅復興に関する意見交換
会」が開催され、以後、年間３～４回、会場を三県と
東京都で持ち回りして開催している。

　住まいの円滑な再建に向けて、国及び三県によ
る取組状況について意見交換を行うことにより、
更なる加速化を図ることを目的とする。

　・ 国土交通省住宅局住宅総合整備課担当官
　・ 東北地方整備局建政部都市・住宅整備課担当官
　・ 岩手県、宮城県、福島県及び仙台市の住宅復興
　　担当課室長、担当者ほか

　主な議題として、①復興公営住宅の建設と管理、
②自立再建住宅への支援への取組状況を情報交換
し、さらに③直面する課題について情報共有して
いる。
　当初は自立再建住宅への支援制度、次に復興公
営住宅の建設の加速化、続いて建設費高騰や空き
家の問題、その後、家賃の誤徴収や低所得者、収入
超過者の家賃など管理上の問題が議題とされてい
る。

6 －6　被災三県の住宅復興に関する意見交換会
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　復興公営住宅の整備にあたっての市町村との調
整は、用地の選定から行った。候補地の選定は福島
県復興公営住宅整備計画に基づき行うが、まず受
入自治体の意向を確認するところから始めた。地
区の学校の受け入れ体制や周辺住民に与える影響
など地域の状況、これまで自ら整備している災害
公営住宅等で把握している土地の情報などを提供
いただき、候補用地の選定を行った。
　近隣住民との調整については、整備候補地の地
権者の意向確認に先立ち、地区代表者（町内会長や
区長など）の意向の確認から始めた。用地のほとん
どは複数の所有者でもあるため、地権者代表者の
協力の意向や敷地の中央部や出入口にあたる土地
所有者の意向（敷地計画において大事な場所で協
力いただけないと整備不可能となる）などを説明
し、地権者との交渉を行った。
　近隣住民も震災の被災者であることから、他の
自治体の住民が住むための住宅団地が整備される
ことに対する近隣環境への影響に対する要望や意
見もあったが、多くの住民は、避難者の気持ちを案
じて承諾していただいた。
　また、地区からは、復興公営住宅の整備に伴い、
集会所の利用や道路の通行増の理由から、道路の
拡幅や歩道整備、橋の付け替えなどのインフラ整
備の要望もあり、国や関係自治体と協議しながら
整備した。
　用地確定後の整備段階においても、受け入れ市
町村や近隣住民へ整備内容を説明の上、事業を進
めた。
　平成26年度に整備スケジュールの遅れ、見直し
を公表した際に、避難元自治体・受入自治体より復
興公営住宅の動きが見えないとの意見が多数あっ
たことや早期整備に係る支援対策の一環として、
避難元自治体及び受入自治体に対する進捗状況説
明を平成27年度から２ヶ月に1回のペースで実施
した。

6 －7　市町村及び近隣住民との調整
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携わった職員の手記

復興公営住宅についての思い出

渡 辺 　 宏 喜

第 7章

　平成25年度の５つの重要施策は、避難者の住居対策、
公共土木施設等の復旧、本県の復興に向けた戦略的道路
整備、津波被災地の復興まちづくり、放射線に汚染され
た下水汚泥の適切な処分処理などである。当時は、避難
者の住居対策が最重要課題であった。そして、今年度末
で復興公営住宅整備計画に掲げた戸数が完了するとい
う。時の流れの早さを感じるとともに、早急さを要求さ
れているとはいえ、短期間に整備を完了させた建築総室
をはじめとする関係者の皆様のご苦労をねぎらいたい。
　当時を振り返ると、何と言っても避難地域復興局との
激論が思い出される。避難地域復興局と土木部との役割
分担や福島県復興公営住宅整備計画の策定などで、多く
の議論を交わした。それは、時間の経過とともに新たな
課題に対応できるよう役割分担を詳細に詰める必要が
あったからである。避難地域復興局の政策的判断と土木
部の技術的判断との議論であったように思われる。
　また、整備にあたっては、設計者、施工者一括選定方式
や都市再生機構からの買取方式など様々な手法を活用
し、とにかく早急に整備することだけを考えた記憶があ
る。入札不調時には、戸あたりの単価を上げるよう国土
交通省と早期に協議するよう指示した事もあったよう
に思う。
　当時重要と考えていたことは、多くのPT(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰ
ﾑ)で早期の課題解決を図り前に進めること、その一点で
あった。会議のための会議ではなく具体的解決策のみ議
論したことが強く記憶に残っている。

新たなスタート

松 本 　 英 夫

（公財）福島県都市公園・緑化協会

理事長 理事長

（公財）福島県下水道公社

平成26年度　土木部長平成24～25年度　土木部長

　「避難者の居住の安定確保」。これは、震災・原発事故
後、土木部が策定した「ふくしまの未来を拓く県土づく
りプラン」の第一番目に掲げられた重点施策です。
　この大きな使命を成し遂げていただいた多くの仲間
を誇りに思います。また、避難自治体をはじめ多くの関
係者の皆様のご協力に改めて深く感謝いたします。
　私が土木部長に就いた平成２６年度は、課題であった
用地取得が進展し、整備に着手する住宅がどんどん増え
ていきました。また、11月には初めての鍵引き渡し式が
行われました。
　一方、事業計画公表から１年が経過し、最大の課題で
あった時間との闘いの結果が表れてきた時期でもあり、
計画の遅れの公表に対し、厳しいご意見をいただくこと
となりました。避難者の皆様が待っている時間の長さを
考えると、「ただ懸命に造る」だけでは責任を果たしてい
ることにはならないことを痛感した記憶がよみがえっ
てきます。
　そして、「今やっています」では伝わらなかったことを
踏まえ、月に一度、関係自治体を訪問し、進捗状況の丁寧
な説明を継続することで次第に理解していただけるよ
うになってきました。情報という安心の材料を届けるこ
とが大切なサービスであるという当たり前のことを学
んだ貴重な経験となりました。
　4707戸の完成に至るまでには、「できない」と思い込ん
でいた難題に立ち向かい、試行錯誤の中で、「やればでき
る」ことなど数多くの貴重な経験、学びがあったことと
思います。また、「福島方式」とも言える課題解決の新た
な手法も生み出されました。
　このような経験は二度とないことに越したことはあ
りませんが、災害列島と言われる我が国です。「福島方
式」が活かされる場面を想定し、経験を繋いでいくこと
も新たな使命かと思います。
　整備完了は、新たなサービス提供のスタートです。
　土木部の皆さんには、復興公営住宅整備の中で得られ
た多くの経験を生かし、「ふくしまの復興・創生」への挑
戦を続けていただきたいと思います。
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直営方式（ＲＣ造標準設計） 
富田団地１～３号棟
日和田団地１号棟
八山田団地１～３号棟
東原団地１・２号棟
柴宮団地 57号棟
古川団地１号棟
年貢団地１号棟
湯長谷団地２４号棟

直営方式（木造標準図） 
根柄山団地
石崎北・石崎南団地
城北団地

直営方式（ＰＣ工法） 
下神白団地１～６号棟
北中央団地１～３号棟
表団地１号棟
若宮団地１号棟
富田団地４号棟
東原団地３号棟
安積団地 17・18号棟
北原団地１～８号棟
上町団地１～７号棟
南町団地１～５号棟
牛越団地１～６号棟
下矢田団地１号棟
四ツ倉団地１～４号棟

直営方式（設計者・施工者一括選定方式）
北信団地 20号棟
笹谷団地８・９号棟
飯坂団地１～３号棟
八幡小路団地１号棟
直営方式（その他） 
桑折町営桑折駅前団地（県代行整備） 
鶴見担団地１号棟
年貢団地２・３号棟
城北団地

復興公営住宅の紹介
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買取方式（木造） 
大玉村営横堀平団地（県代行整備） 
壁沢団地 
北沢又２団地 
平沢団地 
守山駅西団地 
白坂団地 
南湖南団地 
白虎・白虎２団地 
西町団地 
下北迫団地 
家ノ前団地 
高萩団地 
勿来酒井団地 

買取方式（中層） 
石倉団地１～６号棟 
北沢又団地１～６号棟 
柴宮団地 58・59号棟
関船団地１・２号棟 
中原団地１～７号棟 
平赤井団地１・２号棟 
磐崎団地１・２号棟 

買取方式（ＵＲ） 
宮沢団地２・３号棟 
大原団地１号棟 
北好間団地１～ 16号棟
泉本谷団地１～７号棟 
勿来酒井団地２～６号棟 



直営方式（RC造標準設計）

直営方式（木造標準図）

直営方式（PC工法）

直営方式（設計者・施工者一括選定方式）

直営方式（その他）

買取方式（木造）

買取方式（中層）

買取方式（UR）

県北エリア
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県北エリア

県北エリア

伊達市

国見町

桑折町

川俣町

二本松市

福島市

大玉村

本宮市

北中央団地

桑折駅前団地

笹谷団地

北沢又団地 飯坂団地

北信団地

石倉団地
根柄山団地

壁沢団地

表団地

若宮団地

横掘平団地

　中層

　木造



県中エリア復興公営住宅MAP第 8章

直営方式（RC造標準設計）

直営方式（木造標準図）

直営方式（PC工法）

直営方式（設計者・施工者一括選定方式）

直営方式（その他）

買取方式（木造）

買取方式（中層）

買取方式（UR）

県中エリア

県中エリア

88
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田村市
三春町郡山市

小野町

平田村玉川村

鏡石町

石川町

古殿町浅川町

天栄村
須賀川市

富田団地1～3

富田団地４

東原団地1～2

東原団地3

八山田団地1～3

日和田団地

平沢団地

石崎北・南団地

守山駅西団地

安積団地17・18

柴宮団地57

柴宮団地58～59

鶴見担団地



県南エリア 会津若松エリア

県南エリア

県南エリア

会津若松エリア

会津若松エリア
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猪苗代町

北塩原村

磐梯町

会津若松市

会津美里町

昭和村

柳津町

三島町

西会津町

喜多方市

金山町

湯川村

会津坂下町

泉崎村
中島村

白河市

西郷村

鮫川村
棚倉町

塙町

矢祭町

矢吹町

城北団地 白虎団地

古川団地白坂団地

年貢団地1

年貢団地2～3

南湖南団地



復興公営住宅MAP第 8章 相双エリア

相双
エリア

直営方式（RC造標準設計）

直営方式（木造標準図）

直営方式（PC工法）

直営方式（設計者・施工者一括選定方式）

直営方式（その他）

買取方式（木造）

買取方式（中層）

買取方式（UR）

相双エリア
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相馬市

新地町　

南相馬市

浪江町

双葉町

大熊町

富岡町

楢葉町

広野町

川内村

葛尾村

飯舘村

西町団地

牛越団地

上町団地

南町団地

北原団地

下北迫団地



いわきエリア

いわき
エリア

いわきエリア

高萩団地

家ノ前団地

北好間団地

八幡小路団地

平赤井団地

四ツ倉団地

下矢田団地

下神白団地

関船団地

大原団地

中原団地

宮沢団地

湯長谷団地

磐崎団地

勿来酒井団地

泉町本谷団地

91
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　木造

 ＵＲ



富田団地１～３号棟

号 棟 名
構 造
階 数
２ L D K
３ L D K
計

１号棟
RC造
５階
８戸
32戸
40戸

２号棟
RC造
５階
８戸
32戸
40戸

３号棟
RC造
５階
８戸
32戸
40戸

※

2号棟 3号棟

1号棟

外部物置

集会所内部 ※一部車いす対応住戸含む

集会所

92

直営方式（RC造標準設計）

第
8
章

｜県営富田団地
｜郡山市冨田東六丁目23他
｜1号棟
｜H25.11～H27.1
｜H25.2～
｜㈱田畑建築設計事務所
｜建築　王子建設㈱
｜電気　郡山電工㈱
｜機械　㈱大越工業所

｜２号棟
｜H25.11～H27.1
｜H25.2～
｜㈲宮古建築設計事務所
｜建築　村越・金田JV
｜電気　三友電設㈱
｜機械　㈱大越工業所

｜３号棟
｜H25.11～H27.1
｜H25.2～
｜㈲宮古建築設計事務所
｜建築　村越・金田JV
｜電気　三友電設㈱
｜機械　㈱大越工業所

団 地 名
所 在 地

建設工期
入居開始
設 計
施 工



キッチン

和室

3LDK（可動間仕切） 3LDK（可動間仕切）

■間取図

県中エリア

■配置図

2LDK 3LDK

１～3号棟

93
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直営方式（RC造標準設計）

八山田団地１号棟

八山田団地2号棟 東原団地１号棟八山田団地3号棟

柴宮団地57号棟

古川団地１号棟

湯長谷団地24号棟

年貢団地１号棟

日和田団地１号棟

東原団地2号棟

県中エリア

会津若松エリア

いわきエリア

94
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エリア 団地名 号棟名 構造 階数 間取りタイプ 戸数 所在地 建設工期 入居開始 設計 施工

柴宮 57号棟 ＲＣ造 5階 2LDK 6戸
3LDK 24戸 30戸 郡山市安積町荒井字柴宮山43-2 H25.11 ～ H27.2 H27.3 ㈱田畑建築設計事務所

建築　㈱清水工業
電気　高柳電設工業㈱
機械　㈱小板橋工業所

日和田 1号棟 ＲＣ造 4階 2LDK 5戸
3LDK 15戸 20戸 郡山市日和田町字原12-130 H25.11 ～ H26.10 H26.11 ㈱田畑建築設計事務所

建築　オオバ・光建JV
電気　岡部電設㈱
機械　㈱山元工業所

1号棟 ＲＣ造 3階 2LDK 6戸
3LDK 14戸 20戸 郡山市富久山町八山田字尾池南1-91 H25.11 ～ H26.10 H26.11 ㈱田畑建築設計事務所

建築　オオバ・光建JV
電気　中野電工㈱
機械　三洋設備㈱

2号棟 ＲＣ造 5階 2LDK 8戸
3LDK 32戸 40戸 郡山市富久山町八山田字尾池1-1 H26.6 ～ H27.8 H27.9 ㈲宮古建築設計事務所

建築　八光建設㈱
電気　佐藤電気工事㈱
機械　㈱エヌエス工業

3号棟 ＲＣ造 5階 2LDK 8戸
3LDK 32戸 40戸 郡山市富久山町八山田字尾池南1-90 H27.1 ～ H28.2 H28.3 ㈲宮古建築設計事務所

建築　壁巣建設㈱
電気　太陽電設㈱
機械　セコムエンジニアリング㈱

1号棟 ＲＣ造 5階 2LDK 10戸
3LDK 40戸 50戸 郡山市喜久田町字遠北原7-107 H25.11 ～ H26.12 H27.1 ㈱田畑建築設計事務所

建築　 山建設㈱
電気　太陽電設㈱
機械　㈱山元工業所

2号棟 ＲＣ造 5階 2LDK 4戸
3LDK 16戸 20戸 郡山市喜久田町字前北原53-22 H26.10 ～ H27.11 H27.12 ㈲宮古建築設計事務所

建築　㈱蔭山工務店
電気　㈱郡山電機製作所
機械　三洋設備㈱

古川 1号棟 ＲＣ造 4階 2LDK 5戸
3LDK 15戸 20戸 会津若松市古川町3番10号 H25.11 ～ H26.12 H26.12 ㈱田畑建築設計事務所

建築　滝谷建設工業㈱
電気　㈱富士工業商会
機械　東邦工業㈱

年貢 1号棟 ＲＣ造 4階 2LDK 9戸
3LDK 33戸 42戸 会津若松市門田町大字年貢町字大道東444-1 H26.2 ～ H27.5 H27.6 ㈱田畑建築設計事務所

建築　鈴木綜合建設㈱
　　　㈱丸庄工務所
電気　㈱会津電気工事
機械　会津ガス㈱

いわき 湯長谷 24号棟 ＲＣ造 5階 2LDK 10戸
3LDK 40戸 50戸 いわき市常磐上湯長谷五反田131 H25.11 ～ H27.3

(一部　～H27.5) H27.4 ㈱田畑建築設計事務所
建築　常磐開発㈱
電気　㈱鈴木電機吾一商会
機械　クレハ設備㈱

八山田

東原

会津若松

県中

95
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根柄山団地直営方式（木造標準図） 県北エリア

戸建て2LDK　LDK和室

2戸1棟3LDK　LDK

団 地 名
所 在 地
建設工期
入居開始
設 計
施 工

■配置図

■間取図

　｜壁巣建設㈱
　｜㈱佐藤電気商会

　｜大桃・環境JV
　｜㈱須南電設

　｜県営根柄山団地
　｜二本松市油井字根柄山72番地の1
　｜H28.1 ～ H28.11
　｜H28.10～H29.1
　｜㈱清水公夫研究所
　｜建築　石橋建設工業㈱
　｜電気　六洋電気㈱
　｜機械　㈱野地工業所
　｜造成　㈱野地組

構 造
2 L D K
３ L D K
計

木造平屋建及び２階建
44戸
26戸
70戸
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集会所及び高齢者サポートセンター

集会所内部
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石崎南内部 石崎北内部

団 地 名
所 在 地
建設工期
入居開始
設 計
施 工

｜県営石崎北・石崎南団地
｜田村市船引町船引字石崎15-198他
｜H27.10 ～ H28.12
｜H29.1
｜（一財）ふくしま市町村支援機構
｜建築　㈱鈴鉛建設
　電気　三友電設㈱
　機械　㈱大和田設備工業
　造成　三立土建㈱郡山支店

県中エリア

石崎北団地　全て2LDK

石崎南団地　全て3LDK

団 地 名
所 在 地
建設工期
入居開始
設 計
施 工

会津若松エリア城北団地（新築10戸のみ）直営方式（木造標準図）

■配置図

石崎北・石崎南団地直営方式（木造標準図）

構 造
2 L D K
３ L D K
計

木造平屋建及び２階建
6戸
12戸
18戸

構 造
2 L D K
３ L D K
計

木造平屋建及び２階建
8戸
14戸
30戸

97

｜県営城北団地
｜会津若松市城北町1番
｜H27.5 ～ H28.8
｜H28.9
｜㈲荒川建築設計事務所
｜建築　会津土建㈱　　電気　㈱光電設
　機械　八ッ橋設備㈱　造成　会津土建㈱
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下神白団地　１～6号棟

｜県営下神白団地
｜いわき市小名浜下神白字館ノ越9-1他
｜1・2号棟
｜H25.11 ～ H27.1
｜H27.2
｜㈱清水公夫研究所
｜建築　㈱三崎組
　電気　常磐電設産業㈱
　機械　三共設備㈱
　造成　㈱三崎組

｜3・4号棟
｜H25.11 ～ H27.3
｜H27.4
｜㈱清水公夫研究所
｜建築　㈱三崎組
　電気　㈱ジェイ・ケイ・リアルタイム
　機械　北関東空調工業㈱
　造成　㈱三崎組

｜5・6号棟
｜H25.11 ～ H27.3
｜H27.4
｜㈱清水公夫研究所
｜建築　三崎・作山JV
　電気　クレハ電機㈱
　機械　㈱大倉工業所
　造成　㈱三崎組

団 地 名
所 在 地

建設工期
入居開始
設 計
施 工

号 棟 名
構 造
階 数
２ L D K
３ L D K
計

※

号 棟 名
構 造
階 数
２ L D K
３ L D K
計

※

※一部車いす対応住戸含む

※一部車いす対応住戸含む

2号棟

緑地広場

4号棟

1号棟

集会所

98

１号棟
PC造
５階
15戸
20戸
35戸

２号棟
PC造
５階
25戸
20戸
45戸

３号棟
PC造
５階
15戸
20戸
35戸

４号棟
PC造
５階
15戸
20戸
35戸

５号棟
PC造
５階
10戸
15戸
25戸

６号棟
PC造
５階
10戸
15戸
25戸

直営方式（PC工法）
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いわきエリア

■配置図 ■間取図

3LDK高齢者仕様

2LDK一般仕様  3LDK一般仕様

　2LDK高齢者仕様

リビング（車いす対応３LDK） リビング（3LDK）

外部物置

99
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表団地１号棟

県北エリア

県中エリア

北中央団地１号棟

若宮団地１号棟北中央団地３号棟

安積団地18号棟安積団地17号棟

北中央団地2号棟

富田団地４号棟

相双エリア

北原団地2号棟北原団地１号棟

直営方式（PC工法）

東原団地３号棟
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北原団地3号棟
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北原団地6号棟北原団地5号棟北原団地4号棟

上町団地7号棟上町団地6号棟上町団地5号棟

上町団地4号棟上町団地3号棟上町団地2号棟

北原団地7号棟 北原団地8号棟 上町団地1号棟

南町団地3号棟南町団地2号棟南町団地１号棟

101
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四ツ倉団地3号棟

いわきエリア

四ツ倉団地2号棟四ツ倉団地１号棟

牛越団地6号棟牛越団地5号棟

牛越団地4号棟牛越団地３号棟牛越団地2号棟

牛越団地1号棟

下矢田団地１号棟

四ツ倉団地4号棟

南町団地5号棟南町団地4号棟

102

直営方式（PC工法）
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工施計設始開居入期工設建地在所数戸
1号棟 ＰＣ造 4階 2LDK 8戸3LDK 16戸 24戸

2号棟 ＰＣ造 4階 2LDK 8戸3LDK 12戸 20戸

3号棟 ＰＣ造 4階 2LDK 8戸3LDK 12戸 20戸

表 1号棟 ＰＣ造 4階 2LDK 16戸3LDK 28戸 44戸 二本松市表二丁目816番地 H27.11 ～ H29.6 H29.7 ㈱杜設計
建築　壁巣建設㈱
電気　㈱高電
機械　㈱吉田設備
造成　壁巣建設㈱

若宮 1号棟 ＰＣ造 4階 2LDK 12戸3LDK 20戸 32戸 二本松市若宮二丁目8番地1 H28.3 ～ H29.5 H29.7 ㈱杜設計

　

　

富田 4号棟 ＰＣ造 5階 2LDK 14戸3LDK 20戸 所究研夫公水清㈱8.72H7.72H ～ 6.62H852目丁二東田富市山郡戸43
建築　㈱白鳳社
電気　東新電気工業㈱
機械　㈱山元工業所

東原 3号棟 ＰＣ造 3階 2LDK 6戸3LDK 9戸 15戸 郡山市喜久田町字遠北原7-9 H27.1 ～ H28.2 H28.2 ㈱清水公夫研究所
建築　㈱清水工業
電気　中野電工㈱
機械　㈱大和田設備工業

17号棟 ＰＣ造 4階 2LDK 8戸3LDK 12戸 20戸 郡山市安積町笹川字西長久保1-125 H27.1 ～ H28.2 H28.3 ㈱共立建築設計事務所
建築　光建工業㈱
電気　岡部電設㈱
機械　㈱エヌエス工業

18号棟 ＰＣ造 4階 2LDK 15戸3LDK 20戸 35戸 郡山市安積町笹川字西長久保104-21 H27.1 ～ H28.2 H28.2 ㈱水上設計
建築　 山建設㈱
電気　中野電工㈱
機械　㈱石田工業所

1号棟 ＰＣ造 3階 2LDK 15戸3LDK 18戸 33戸

2号棟 ＰＣ造 3階 2LDK 15戸3LDK 18戸 33戸

3号棟 ＰＣ造 3階 2LDK 15戸3LDK 18戸 33戸

4号棟 ＰＣ造 3階 2LDK 15戸3LDK 18戸 33戸

5号棟 ＰＣ造 3階 2LDK 15戸3LDK 18戸 33戸

6号棟 ＰＣ造 3階 2LDK 15戸3LDK 18戸 33戸

7号棟 ＰＣ造 3階 2LDK 15戸3LDK 18戸 33戸

8号棟 ＰＣ造 3階 2LDK 15戸3LDK 18戸 33戸

3号棟 ＰＣ造 4階 2LDK 12戸3LDK 16戸 28戸

6号棟 ＰＣ造 4階 2LDK 12戸3LDK 16戸 28戸

7号棟 ＰＣ造 4階 2LDK 12戸3LDK 16戸 28戸

4号棟 ＰＣ造 3階 2LDK 6戸3LDK 12戸 18戸

5号棟 ＰＣ造 4階 2LDK 8戸3LDK 16戸 24戸

1号棟 ＰＣ造 4階 2LDK 12戸3LDK 20戸 32戸

2号棟 ＰＣ造 3階 2LDK 9戸3LDK 15戸 24戸

1号棟 ＰＣ造 5階 2LDK 20戸3LDK 35戸 21.82H21.82H ～ 8.72H戸55
建築　関場・日本J
電気　早川電気工業㈱
機械　北関東空調工業㈱

3号棟 ＰＣ造 5階

2LDK 15戸
3LDK 35戸 21.82H21.82H ～ 8.72H戸052号棟 ＰＣ造 5階

2LDK 15戸
3LDK 35戸 21.82H21.82H ～ 8.72H戸05

建築　庄司建設工業㈱
電気　三浦電気工事㈱
機械　会津ガス㈱

4号棟 ＰＣ造 5階 2LDK 15戸3LDK 35戸 21.82H21.82H ～ 8.72H戸05
建築　庄司建設工業㈱
電気　いわき電気工業㈱
機械　会津ガス㈱

5号棟 ＰＣ造 5階 2LDK 15戸3LDK 35戸 21.82H21.82H ～ 8.72H戸05
建築　石川・菅野JV
電気　光洋電設㈱
機械　会津ガス㈱

1号棟 ＰＣ造 4階 2LDK 8戸3LDK 28戸 36戸 南相馬市原町区牛越字辻内1番地の1

2号棟 ＰＣ造 4階 2LDK 8戸3LDK 16戸 24戸 南相馬市原町区牛越字辻内1番地の2

4号棟 ＰＣ造 4階 2LDK 8戸3LDK 24戸 32戸 南相馬市原町区牛越字辻内1番地の1

5号棟 ＰＣ造 4階 2LDK 8戸3LDK 28戸 36戸 南相馬市原町区牛越字辻内1番地の3

3号棟 ＰＣ造 4階 2LDK 8戸3LDK 16戸 24戸 南相馬市原町区牛越字辻内1番地の2

県北

1番31目丁三央中北市島福央中北 H27.6 ～ H28.8
(一部　～H28.6)

1番21目丁一町上区町原市馬相南町上

相双

いわき

北原

南相馬市原町区北原字前谷地230-1 H27.6 ～ H28.8

南相馬市原町区北原字前田128-1

H27.11 ～ H28.12

㈱杜設計
建築　佐藤・亀谷JV
電気　㈱共電
機械　会津ガス㈱

県中

安積

H28.10
(一部H28.7)

牛越

H28.3 ～ H29.3 H29.3

㈱山口設計

建築　東北・戸田建設JV
電気　㈱青田電気商会

H28.7 ～ H29.8 H29.8

H28.10 ～ H29.11 H29.12

建築　東北・戸田建設JV
電気　東新電機工業㈱
機械　㈱山元工業所
造成　㈱東北建設

建築　東北・戸田建設JV
電気　岩電機工事㈱
機械　小黒・恒栄JV
造成　㈱東北建設

㈱清水公夫研究所

建築　関場・日本JV
電気　㈱青田電気商会
機械　伊藤冷機工業㈱
造成　横山建設工業㈱
　　　関場・藤JV
　　　滝建設工業㈱
　　　関場建設㈱

H27.7 ～ H28.7 H28.9

建築　石川・菅野JV
電気　旭電設工業㈱
機械　コバックス㈱
造成　横山建設工業㈱
　　　関場・藤JV
　　　滝建設工業㈱
　　　関場建設㈱

H27.7 ～ H28.7 H28.9

建築　関場・藤JV
電気　旭電設工業㈱
機械　コバックス㈱
造成　横山建設工業㈱
　　　関場・藤JV
　　　滝建設工業㈱
　　　関場建設㈱　　　　
　　　　
　　　　

H28.9

建築　庄司建設工業㈱
電気　クレハ電機㈱
機械　伊藤冷機工業㈱
造成　関場建設㈱

H27.11 ～ H28.12 H28.12

所究研夫公水清㈱1番9目丁4町南区町原市馬相南町南

H28.12 ㈱山口設計

建築　庄司建設工業㈱
電気　旭電設工業
機械　伊藤冷機工業㈱
造成　関場建設㈱

H27.11 ～ H28.12 H28.12

建築　中里・松井JV
電気　嵐電気工事㈱
機械　伊藤冷機工業㈱
造成　関場建設㈱

6号棟 ＰＣ造 4階 2LDK 8戸3LDK 16戸 24戸 南相馬市原町区牛越字辻内1番地の3 機械　㈱山元工業所
造成　㈱東北建設

エリア 団地名 号棟名 構造 階数 間取りタイプ
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建築　関場・藤JV
電気　三浦電気工事㈱
機械　北関東空調工業㈱

1号棟 ＰＣ造 5階 2LDK 15戸3LDK 35戸 50戸 いわき市鹿島町下矢田字榎木内44番1 H28.7 ～ H29.9 H29.9

建築　三崎・福浜大一JV
電気　㈱鈴木
電機吾一商会
機械　㈱大倉工業所
造成　㈱三崎組

㈲宮古建築
設計事務所下矢田

1号棟 5階ＰＣ造 2LDK 10戸
3LDK 20戸 30戸 H28.7 ～ H29.9 H29.10

建築　堀江工業㈱
電気　岩電機工業㈱
機械　㈱久田設備工業
造成　常磐開発㈱
　　　堀江工業㈱

2号棟 5階ＰＣ造 2LDK 10戸
3LDK 30戸 40戸 H28.7 ～ H29.9 H29.10

建築　堀江工業㈱
電気　いわき電気工業㈱
機械　㈱山崎設備
造成　常磐開発㈱
　　　堀江工業㈱

3号棟 5階ＰＣ造 2LDK 10戸
3LDK 30戸 40戸 H28.7 ～ H29.9 H29.10

建築　堀江工業㈱
電気　三浦電気工事㈱
機械　北関東空調工業㈱
造成　常磐開発㈱
　　　堀江工業㈱

4号棟 5階ＰＣ造
2LDK 10戸
3LDK 30戸 40戸 H28.10 ～ H29.12 H29.12

建築　堀江工業㈱
電気　植田電機㈱
機械　㈱いわきエアコン
造成　常磐開発㈱
　　　堀江工業㈱

四ツ倉 いわき市四倉町上仁井田字九反坪1-1 ㈱ＳＤ設計研究所

建築　菅野建設工業㈱
電気　㈱大山電気工事
機械　オオナミ㈱
造成　菅野建設工業㈱
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北信団地　20号棟直営方式（設計者・施工者一括選定方式）

団 地 名
所 在 地
建設工期
入居開始
設 計
施 工

県北エリア

■配置図 ■間取り図 3LDK  高齢者仕様

号 棟 名
構 造
階 数
２ L D K
３ L D K
計

20号棟
RC造
4階
８戸
16戸
24戸

｜県営北信団地
｜福島市鎌田字児子池41-1
｜H26.5 ～ H27.3
｜H27.4
｜㈱杜設計
｜建築　㈱安藤組
　電気　広栄電設㈱
　機械　㈱光和設備工業所
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3LDK  高齢者仕様

笹谷団地　8・9号棟 県北エリア

団 地 名
所 在 地
建設工期
入居開始
設 計
施 工

■間取り図

号 棟 名
構 造
階 数
２ L D K
３ L D K
計

9号棟
RC造
3階
3戸
9戸
12戸

8号棟
RC造
3階
3戸
9戸
12戸

｜県営笹谷団地
｜福島市笹谷字石田7-3
｜H26.6 ～ H27.3
｜H27.4
｜㈱田畑建築設計事務所
｜建築　菅野建設㈱
　電気　大槻電設工業㈱
　機械　第一温調工業㈱

■配置図

直営方式（設計者・施工者一括選定方式）

廊下 車イス対応住宅
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飯坂団地　1～3号棟

団 地 名
所 在 地
建設工期
入居開始
設 計
施 工

県北エリア

■配置図

■間取り図 3LDK  高齢者仕様

号 棟 名
構 造
階 数
２ L D K
３ L D K
計

1号棟
RC造
4階

20戸
20戸

2号棟
RC造
4階
18戸

18戸

3号棟
RC造
4階
20戸

20戸

｜県営飯坂団地
｜福島市飯坂町銀杏5-1
｜H26.9 ～ H27.9
｜H27.10
｜㈲フォルム建築計画
｜建築　晃・古俣・大丸JV
　電気　須南・佐藤・高橋JV
　機械　倉島設備㈱
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直営方式（設計者・施工者一括選定方式）
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八幡小路団地　1号棟 いわきエリア

■間取り図

団 地 名
所 在 地
建設工期
入居開始
設 計
施 工

｜県営八幡小路団地
｜いわき市平字八幡小路43-6
｜H26.9 ～ H27.7
｜H27.8
｜福島県建築設計協同組合
｜建築　㈱加地和組　　電気　大和電設工業㈱　　機械　北関東空調工業㈱

号 棟 名
構 造
階 数
２ L D K
３ L D K
計

１号棟
RC造
3階
7戸
5戸
12戸

■配置図
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直営方式（設計者・施工者一括選定方式）

集会所
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桑折町営桑折駅前団地直営方式（その他）

団 地 名
所 在 地
建設工期
入居開始
設 計
施 工

県北エリア

｜桑折町営桑折駅前団地
｜伊達郡桑折町字東段
｜H28.7 ～ H29.2
｜H29.4
｜㈲大野建築設計事務所
｜建築　菅野建設㈱
　電気　六洋電気㈱
　機械　倉島設備㈱　㈱高橋設備工業所
　造成　渋谷建設㈱

■配置図 ■間取り図

構 造
2 L D K
３ L D K
計

木造平屋建及び２階建
15戸
24戸
39戸
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109

鶴見担団地　1号棟

団 地 名
所 在 地
建設工期
入居開始
設 計
施 工

県中エリア

■間取り図

｜県営鶴見担団地
｜郡山市鶴見担一丁目5-31
｜H27.1 ～ H28.2
｜H28.3
｜㈱共立建築設計事務所
｜建築　王子建設㈱
　電気　㈱エディソン
　機械　㈱内藤工業所

3LDK　高齢者仕様

号 棟 名
構 造
階 数
２ L D K
３ L D K
計

※

その他直営方式

１号棟
鉄骨造
6階
12戸
18戸
30戸
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年貢団地　2・3号棟 会津若松エリア

2号棟Aタイプ

｜県営年貢団地
｜会津若松市門田町大字年貢町字大道東414
｜H26.6 ～ H27.1
｜H27.1
｜㈱はりゅうウッドスタジオ
｜建築　入谷建設工業㈱　　電気　㈱萩生田電設
　機械　㈱興栄設備

団 地 名
所 在 地
建設工期
入居開始
設 計
施 工

■配置図 ■間取り図 ３LDK一般仕様

号 棟 名
構 造
階 数
２ L D K
３ L D K
計

2号棟
木造
2階
3戸
1戸
4戸

3号棟
木造
2階
3戸
1戸
4戸

2号棟Bタイプ

直営方式（その他）

1階

2階
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｜県営城北団地
｜会津若松市城北町1番
｜H27.5 ～ H28.8
｜H28.9
｜㈲荒川建築設計事務所
｜建築　会津土建㈱　　電気　㈱光電設
　機械　八ッ橋設備㈱　造成　会津土建㈱

団 地 名
所 在 地
建設工期
入居開始
設 計
施 工

城北団地 会津若松エリア

市
道
幹
Ⅱ
-１
０
号
線

市
道
若
3- 19号

線

ゴミ置き場ゴミ置き場

ゴミ置き場

Ｂ東

Ｂ東

Ｂ東

Ｂ東

Ｂ東

Ｂ東

Ｂ東

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｂ北

新

新

新

新

新

Ａ

Ｂ北

Ｂ北

Ｂ北

UP

UP

UP

UP
UP

UP
UP

UP
UP

UP

集会所

公園

6- 1
6- 2

7- 1
7- 2

8- 1
8- 2

9- 1
9- 2

10- 1
10- 2

1
2

3

4

5

12

13

11

14

21

20

19

18- 2

18- 1

17- 2

17- 1

16- 2

16- 1

15- 2

15- 1

210. 82210. 76

208. 51

208. 57

208. 07

208. 61

208. 03

207. 88208. 51

208. 47

212. 34

212. 65

208. 26
208. 18

212. 77

212. 84

212. 73

213. 25

仕切弁

213. 04

213. 23

213. 32

量水器

213. 73

213. 83213. 79

213. 85

213. 98

214. 17

214. 10

214. 07

214. 11

量水器

214. 06

214. 08

214. 86

214. 20

214. 15

214. 16

214. 11

214. 17

213. 94

214. 04

214. 08

214. 07

214. 05

213. 51

多目的公園　A=645m2

213. 21県営城北団地　駐車場等配置図
・各住戸　専用駐車場　２台
・ゴミ置き場　団地内　２箇所

■配置図 ■間取り図

全景

その他直営方式

構 造
1 L D K
2 L D K
３ L D K
計

木造平屋建及び２階建
8戸
8戸
14戸
30戸

犬走り

UP
階段

収納2

UP

和室 6帖 (9. 93㎡)

洋室 6帖 (9. 93㎡)

押入(1. 65㎡)

ＬＤＫ 14帖(23. 18㎡)

トイレ(1. 65㎡)

洗面脱衣室
(3. 31㎡)

収納1(3. 31㎡)

浴室

勝手口 犬走り犬走り

ポーチ

UP

濡縁

ホール(7. 45㎡)

玄関(2. 48㎡)

クローゼット(1. 65㎡)

Ａタイプ
1階

DN

吹　抜
吹　抜 吹　抜

ロフト 6帖(9. 93㎡) ロフト 8帖(13. 24㎡)

Ａタイプ
ﾛﾌﾄ階
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大玉村営横掘平団地 県北エリア

■配置図

団 地 名
所 在 地

建設工期
入居開始
事 業 者

造 成

｜大玉村営横堀平団地
｜大玉村玉井字横堀平
｜第1住区
｜H27.7 ～ H27.12
｜H28.1
｜全国木造建設事業協会福島県
　協会
　（代表事業者：㈱エコ・ビレッジ）
｜㈱野地組　マルト建設㈱

｜第2住区
｜H27.7 ～ H27.12
｜H28.1
｜安達太良匠の会
　（代表事業者：㈲斉藤工匠店）

｜第3住区
｜H27.5 ～ H27.10
｜H27.10
｜地球と家族を考える会
　（代表事業者：㈲ピアホーム）

木造平屋建及び２階建
59戸
59戸

■間取り図

構 造
３ L D K
計

買取方式（木造）

112
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壁沢団地 県北エリア

■配置図

団 地 名
所 在 地

建設工期
入居開始
事 業 者

造 成

｜県営壁沢団地
｜伊達郡川俣町舘3番1他
｜第1住区
｜H28.6 ～ H28.9
｜H28.11
｜全木協福島県協会
　（代表事業者：会津建設㈱）
｜安齋・高橋・古俣JV

｜第2住区
｜H28.7 ～ H28.10
｜H28.12
｜ふくしま中央建設共同企業体
　（代表事業者：㈱大原工務店）

｜第3住区
｜H28.7 ～ H28.10
｜H28.12
｜チーム木楽里
　（代表事業者：藤田建設工業㈱）

構 造
２ L D K
３ L D K
計

木造平屋建及び２階建
36戸
44戸
80戸

■間取り図 1階平面図

第2住区 俯瞰

第3住区

第１住区室内

第1住区

買取方式（木造）

113
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北沢又2団地 県北エリア

集会所内部

集会所

第１住区 第3住区
■間取り図 3LDK 

構 造
２ L D K
３ L D K
計

木造平屋建及び２階建
32戸
38戸
70戸

｜県営北沢又2団地
｜福島市北沢又字台前北1-10
｜第1住区
｜H28.12 ～ H29.3
｜H29.5
｜福島優良住宅建設協会
　（代表事業者：㈲廣創建設工業）
｜佐藤建材工業㈱

｜第2住区
｜H29.1 ～ H29.3
｜H29.5
｜すてきなふくしまの家を創る会
　（代表事業者：ナイス福島ホーム㈱）

■配置図

買取方式（木造）

団 地 名
所 在 地

建設工期
入居開始
事 業 者

造 成

｜第3住区
｜H28.12 ～ H29.3
｜H29.5
｜ふくしま建築集団
　（代表事業者：㈱渡辺工務店）

114

第2住区
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構 造
２ L D K
３ L D K
計

木造平屋建及び２階建
28戸
64戸
92戸

平沢団地 県中エリア

■配置図

団 地 名
所 在 地

建設工期
入居開始
事 業 者

造 成

■間取り図

1階平面図 2階平面図

第１住区

生活サポート施設

｜県営平沢団地
｜田村郡三春町大字平沢字四合田236他
｜第1住区
｜H28.5 ～ H28.9
｜H28.11
｜福浜大一・佐久間・東洋復興
　公営住宅コンストラクショングループ
　（代表事業者：福浜大一㈱）
｜福浜大一・齊藤JV

｜第2住区　
｜H28.5 ～ H28.7
｜H28.11
｜福島優良住宅建設協会
　（代表事業者：(有)廣創建設工業）

｜第3住区　
｜H28.5 ～ H28.9
｜H28.11
｜ 山建設㈱

第１住区内部

第３住区

第2住区

買取方式（木造）

115
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守山駅西団地 県中エリア

■配置図

団 地 名
所 在 地
建設工期
入居開始
事 業 者

造 成

｜県営守山駅西団地
｜郡山市田村町岩作字小人町60番1
｜第1住区
｜H28.7 ～ H28.11
｜H29.1
｜福島優良住宅建設協会
　（代表事業者：㈱オオバ工務店）
｜田母神建設㈱

｜第2住区　
｜H28.7 ～ H28.12
｜H29.1
｜住宅ネットワーク
　（代表事業者：荒牧建設㈱）

｜第3住区
｜H28.7 ～ H28.12
｜H29.1
｜第3住区　三春町住宅研究会
　（代表事業者：㈱渡伝組）

■間取り図 ３LDK

第１住区

第２住区

第３住区

第１住区内部

買取方式（木造）

116

構 造
2 L D K
３ L D K
計

木造平屋建及び２階建
16戸
64戸
80戸
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県南エリア白坂団地

■配置図

団 地 名
所 在 地
建設工期
入居開始
事 業 者

■間取り図 １、２、３、４号棟

｜県営白坂団地
｜白河市白坂一里段6番287
｜H28.7 ～ H28.11
｜H28.12
｜チーム木楽里（代表事業者：藤田建設工業㈱）

外観

キッチン

内部

鳥瞰

コミュニティスペース

１－２１－２１－２１－２１－２１－２１－２ １－１１－１１－１１－１１－１１－１１－１

２－１２－１２－１２－１２－１２－１２－１２－２２－２２－２２－２２－２２－２２－２

３－１３－１３－１３－１３－１３－１３－１３－２３－２３－２３－２３－２３－２３－２

４－１４－１４－１４－１４－１４－１４－１４－２４－２４－２４－２４－２４－２４－２

５－２５－２５－２５－２５－２５－２５－２ ５－１５－１５－１５－１５－１５－１５－１ ６－２６－２６－２６－２６－２６－２６－２
(2LDK)( 2LDK)( 2LDK)( 2LDK)( 2LDK)( 2LDK)( 2LDK)

６－１６－１６－１６－１６－１６－１６－１
(2LDK)( 2LDK)( 2LDK)( 2LDK)( 2LDK)( 2LDK)( 2LDK)( 2LDK)( 2LDK)( 2LDK)( 2LDK)( 2LDK)( 2LDK)( 2LDK)

２LDKの記載がないものは３LDKです。２LDKの記載がないものは３LDKです。２LDKの記載がないものは３LDKです。２LDKの記載がないものは３LDKです。２LDKの記載がないものは３LDKです。２LDKの記載がないものは３LDKです。２LDKの記載がないものは３LDKです。
（２LDK：平屋建て　３LDK：２階建て）（２LDK：平屋建て　３LDK：２階建て）（２LDK：平屋建て　３LDK：２階建て）（２LDK：平屋建て　３LDK：２階建て）（２LDK：平屋建て　３LDK：２階建て）（２LDK：平屋建て　３LDK：２階建て）（２LDK：平屋建て　３LDK：２階建て）

駐車場駐車場駐車場駐車場駐車場駐車場駐車場

駐車場駐車場駐車場駐車場駐車場駐車場駐車場

駐車場駐車場駐車場駐車場駐車場駐車場駐車場

北北北北北北北

市
道
　
新
白
河
ラ
イ
フ
パー

ク
１
号
線

市
道
　
新
白
河
ラ
イ
フ
パー

ク
１
号
線

市
道
　
新
白
河
ラ
イ
フ
パー

ク
１
号
線

市
道
　
新
白
河
ラ
イ
フ
パー

ク
１
号
線

市
道
　
新
白
河
ラ
イ
フ
パー

ク
１
号
線

市
道
　
新
白
河
ラ
イ
フ
パー

ク
１
号
線

市
道
　
新
白
河
ラ
イ
フ
パー

ク
１
号
線

市道　南湖南線市道　南湖南線市道　南湖南線市道　南湖南線市道　南湖南線市道　南湖南線市道　南湖南線

玄関

１階平面図

押入押入

玄関

UPUP

濡　縁 濡　縁

洗面脱衣室

トイレトイレ
浴室浴室 洗面脱衣室

和室 和室

リビング

キッチンキッチン

リビング

ｾﾞｯﾄ

バルコニー

DN DN
階段

ｸﾛｰ

ｾﾞｯﾄ
ｸﾛｰ

ｾﾞｯﾄ
ｸﾛｰ

ｾﾞｯﾄ
ｸﾛｰ

バルコニー

洋室１ 洋室２ 洋室１ 洋室２

物入

階段階段

物入

階段

２号室 １号室

2 階平面図２号室 １号室

買取方式（木造）

117

構 造
2 L D K
３ L D K
計

木造平屋建及び２階建
3戸
9戸
12戸
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南湖南団地 県南エリア

■配置図

団 地 名
所 在 地
建設工期
入居開始
事 業 者
造 成

■間取り図 3LDK

｜県営南湖南団地
｜白河市鬼越118番1他
｜H28.8 ～ H28.11
｜H28.12
｜福島優良住宅建設協会（代表事業者：オオバ工務店）
｜㈱松本工務店

外観

全体

内部（リビング）

内部（玄関） 集会所 集会所内部

買取方式（木造）

118

構 造
2 L D K
３ L D K
計

木造平屋建及び２階建
12戸
16戸
28戸
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白虎・白虎２団地 会津若松エリア

■配置図

団 地 名
所 在 地
建設工期
入居開始
事 業 者

｜県営白虎団地
｜会津若松市白虎町105番地の1他
｜H27.11 ～ H28.3
｜H28.4
｜白虎　ふるさと福島復興プロジェクトチーム
　（代表事業者：滝谷建設工業㈱）

｜県営白虎2団地
｜会津若松市一箕町大字亀賀字藤原11-1他
｜H28.5 ～ H28.10
｜H28.11
｜白虎２　一般社団法人ＩＯＲＩ倶楽部
　（代表事業者：佐久間建設工業㈱）

■間取り図

構 造
階 数
2 L D K
３ L D K
計

白虎団地外観

□□□□□□□□□

白虎２団地室内白虎２団地路地

白虎2
木造平屋建
２階建
8戸
7戸
15戸

ﾎｰﾙ

バルコニー

ｸﾛｰｾﾞｯﾄ

洋室

洋室

階段ｸﾛｰｾﾞｯﾄ

（5. 2帖）

（6. 6帖）

ホール

洗面脱衣室

トイレ

物入
階段

ﾎﾟｰﾁ

（6帖）

玄関

物入

物置

和室

浴室

居間・食事室

物入

台所
（3. 7帖）

（11帖）

3LDK 1階 3LDK 2階

白虎２団地俯瞰

白虎
木造平屋建

２階建
4戸
15戸
19戸

買取方式（木造）

白虎２（８区画）配置図

119
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■配置図

■間取り図

１階平面図 2 階平面図

西町団地 相双エリア

団 地 名
所 在 地

建設工期
入居開始
事 業 者
造 成

｜県営西町団地
｜南相馬市鹿島区西町3丁目54-1他
｜第1住区　
｜H28.6 ～ H28.11
｜H28.11
｜相双復興住宅関場グループ（代表事業者：関場建設㈱）
｜後藤建設工業㈱

｜第2住区　
｜H28.7 ～ H28.11
｜H28.12
｜南相馬市建設業建築協会（代表事業者：㈲佐藤建業）
｜後藤建設工業㈱

2LDKの記載ある住戸以外は、全て3LDKとなります。

ﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚ

玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関ﾎｰﾙﾎｰﾙﾎｰﾙﾎｰﾙﾎｰﾙﾎｰﾙﾎｰﾙ
階段階段階段階段階段階段階段

和室和室和室和室和室和室和室

LDKLDKLDKLDKLDKLDKLDK

物入物入物入物入物入物入物入
押入押入押入押入押入押入押入

浴室浴室浴室浴室浴室浴室浴室 洗面脱衣室洗面脱衣室洗面脱衣室洗面脱衣室洗面脱衣室洗面脱衣室洗面脱衣室

ﾎｰﾙﾎｰﾙﾎｰﾙﾎｰﾙﾎｰﾙﾎｰﾙﾎｰﾙ

階段階段階段階段階段階段階段

洋室洋室洋室洋室洋室洋室洋室

ﾊﾞﾙｺﾆｰﾊﾞﾙｺﾆｰﾊﾞﾙｺﾆｰﾊﾞﾙｺﾆｰﾊﾞﾙｺﾆｰﾊﾞﾙｺﾆｰﾊﾞﾙｺﾆｰ

洋室洋室洋室洋室洋室洋室洋室

ｸﾛ- ｾﾞｯﾄｸﾛ- ｾﾞｯﾄｸﾛ- ｾﾞｯﾄｸﾛ- ｾﾞｯﾄｸﾛ- ｾﾞｯﾄｸﾛ- ｾﾞｯﾄｸﾛ- ｾﾞｯﾄ

ｸﾛ- ｾﾞｯﾄｸﾛ- ｾﾞｯﾄｸﾛ- ｾﾞｯﾄｸﾛ- ｾﾞｯﾄｸﾛ- ｾﾞｯﾄｸﾛ- ｾﾞｯﾄｸﾛ- ｾﾞｯﾄ

第１住区

第１住区内部

第2住区内部

第2住区

買取方式（木造）

120

構 造
2 L D K
３ L D K
計

木造平屋建及び２階建
16戸
34戸
50戸
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■配置図■間取り図

下北迫団地 相双エリア

団 地 名
所 在 地

建設工期
入居開始
事 業 者

造 成

第１住区

第2住区

第3住区

｜県営下北迫団地
｜広野町大字下北迫字上大吹7番地1他
｜第1住区　
｜H29.5 ～ H29.8
｜H29.10
｜福島優良住宅建設協会
　（代表事業者：㈱オオバ工務店）
｜西本建設㈱

｜第2住区
｜H29.5 ～ H29.9
｜H29.10
｜浜通り木構造企業体
　（代表事業者：東洋建設㈱）

｜第3住区
｜H29.5 ～ H29.9
｜H29.10
｜全国木造建設事業協会福島県協会
　（代表事業者：㈱エコ・ビレッジ）

第１住区内部

買取方式（木造）

121

構 造
2 L D K
３ L D K
計

木造平屋建及び２階建
20戸
38戸
58戸
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家ノ前団地 いわきエリア

■配置図

団 地 名
所 在 地

建設工期
入居開始
事 業 者

造 成

｜県営家ノ前団地
｜いわき市小川町高萩字家ノ前33他
｜第1住区　
｜H27.11 ～ H28.2
｜H28.3
｜ふるさと福島復興プロジェクトチーム
　（代表事業者：㈱渡伝組）
　荻野・大一JV

｜第2住区　
｜H27.11 ～ H28.4
｜H28.5
｜第2住区　浜通り木構造企業体
　（代表事業者：東洋建設㈱）
　荻野・大一JV

■間取り図

1階 2階

第１住区

空撮

第１住区リビング

第2住区
集会所

買取方式（木造）

122

構 造
2 L D K
３ L D K
計

木造平屋建及び２階建
16戸
37戸
53戸
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高萩団地 いわきエリア

■配置図

■間取り図

1階 2階

第1住区

第2住区

第3住区

空撮

｜第2住区
｜H28.8 ～ H28.11
｜H29.2
｜福島おらが街ふるさとを創る会
　（代表事業者：㈱人輝エンジニアリングサービス）

｜第3住区
｜H28.8 ～ H28.11
｜H29.2
｜ふくしま中央建設共同企業体
　（代表事業者：㈱大原工務店）

団 地 名
所 在 地

建設工期
入居開始
事 業 者

造 成

｜県営高萩団地
｜いわき市小川町高萩字上代24番地の1他
｜第1住区
｜H28.8 ～ H28.11
｜H29.2
｜全国木造建設事業協会福島県協会
　（代表事業者：㈱エコ・ビレッジ）
｜㈱荻野組

EC. 10( I P. 11)

I P. 12
No. 4

No. 5

公　園

4- 1
( 2LDK)

4- 2

1

3- 2
3- 1

5

6- 16- 2
2

( 2LDK)
7- 17- 2

8- 18- 2

9- 1
9- 2

10- 2
10- 1

( 2LDK)

11- 2
11- 1

12 13- 2
13- 1

14- 1
14- 2

20- 1
20- 2
( 2LDK)

21- 2 21- 1 22

19
( 2LDK)

23 24 25

( 2LDK)
26

18

17- 217- 1

16
( 2LDK)

15

28- 1
28- 2

27- 127- 2

( 2LDK)
29

( 2LDK)
30

31
( 2LDK)

32
33

37- 137- 2

38
( 2LDK)

39

40- 2 40- 1
( 2LDK)

41 42- 142- 2 43- 2 43- 1 44- 1
( 2LDK)
44- 2

45- 145- 2
( 2LDK)

46- 146- 2
47

48- 2 48- 1
( 2LDK)4950

51

52- 2
52- 1

53- 2
53- 1 54- 2

54- 1

34

35

36

第2住区内部

第2住区内部

買取方式（木造）

123

構 造
2 L D K
３ L D K
計

木造平屋建及び２階建
24戸
56戸
80戸
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勿来酒井団地

｜第3住区
｜H29.11 ～ H29.2
｜H30.4
｜全国木造建設事業協会
　福島県協会
　（代表事業者：㈱エコ・ビレッジ）

｜第4住区
｜H29.10 ～ H29.2
｜H30.3
｜福島優良住宅建設協会
　（代表事業者：
　㈱オオバ工務店）

団 地 名
所 在 地

建設工期
入居開始
事 業 者

造 成

｜県営勿来酒井団地
｜いわき市勿来町酒井青柳4-2他
｜第1住区
｜H29.10 ～ H29.2
｜H30.3
｜チーム木楽里
　（代表事業者：藤田建設工業㈱）

｜鹿島建設㈱

■配置図

いわきエリア

｜第2住区
｜H29.11 ～ H29.2
｜H30.4
｜復興公営住宅コンス
　トラクショングループ
　（代表事業者：福浜大一建設㈱）

■間取り図 3LDK 

1階 2階

上る上る上る上る上る上る上る

▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼

リビングリビングリビングリビングリビングリビングリビング

台所台所台所台所台所台所台所

ホールホールホールホールホールホールホール
玄　関玄　関玄　関玄　関玄　関玄　関玄　関

物置物置物置物置物置物置物置 WCWCWCWCWCWCWC 浴室浴室浴室浴室浴室浴室浴室

脱衣室脱衣室脱衣室脱衣室脱衣室脱衣室脱衣室
洗面洗面洗面洗面洗面洗面洗面

押入押入押入押入押入押入押入

和室和室和室和室和室和室和室

クローゼットクローゼットクローゼットクローゼットクローゼットクローゼットクローゼット クローゼットクローゼットクローゼットクローゼットクローゼットクローゼットクローゼット

バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー

洋室１洋室１洋室１洋室１洋室１洋室１洋室１洋室２洋室２洋室２洋室２洋室２洋室２洋室２

ホールホールホールホールホールホールホール
階段階段階段階段階段階段階段

下る下る下る下る下る下る下る

縁側縁側縁側縁側縁側縁側縁側

買取方式（木造）

第1住区

124

構 造
2 L D K
３ L D K
計

木造平屋建及び２階建
30戸
42戸
72戸

第3住区

第4住区

第2住区
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押入

ＬＤＫ

洋室

洋室

和室

トイレ

ホール

玄関

外廊下

浴室

洗面
脱衣室

収納収納

バルコニー

スロープ

3・4号棟

■間取り図

石倉団地　１～6号棟 県北エリア

号 棟 名
構 造
階 数
２ L D K
３ L D K
計

4号棟
鉄骨造
3階
11戸
24戸
35戸

団 地 名
所 在 地
建設工期
入居開始
事 業 者

造 成

｜県営石倉団地
｜二本松市油井字大窪96他
｜1・2号棟
｜H28.6 ～ H28.12
｜H29.1
｜秋山ユアビス建設グループ
　（代表事業者：秋山ユアビス㈱）
｜菅野建設工業㈱

｜5・6号棟
｜H28.6 ～ H28.12
｜H29.1
｜第３住区
　にほんまつ復興プロジェクト
　（代表事業者：石橋建設工業㈱）

｜3・4号棟
｜H28.6 ～ H28.9
｜H28.11
｜チーム木楽里
　（代表事業者：藤田建設工業㈱）

■配置図

3号棟
鉄骨造
3階
11戸
24戸
35戸

1号棟
軽量鉄骨造

3階
9戸
21戸
30戸

5号棟
軽量鉄骨造

3階
11戸
21戸
32戸

6号棟
軽量鉄骨造

3階
9戸
24戸
33戸

2号棟
軽量鉄骨造

3階
11戸
24戸
35戸

3LDK 高齢者仕様（車いす対応）

5号棟

2号棟

125

買取方式（中層）
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1号棟

全景

集会所

■間取り図 3LDK 

北沢又団地　１～6号棟 県北エリア

号 棟 名
構 造
階 数
２ L D K
３ L D K
計

4号棟
鉄骨造
3階
11戸
18戸
29戸

6号棟
鉄骨造
3階
12戸
15戸
27戸

団 地 名
所 在 地

建設工期
入居開始
事 業 者

造 成

｜県営北沢又団地
｜福島市北沢又字大和田前1-25他
｜1・2・5号棟
｜H28.8 ～ H28.12
｜H29.2
｜第２住区　チーム木のかおりと
　ハーモニー（代表事業者：菅野建設㈱）
｜佐藤工業㈱

｜3・4・6号棟
｜H28.8 ～ H28.12
｜H29.2
｜第１住区　住宅ネットワーク
　（代表事業者：荒牧建設㈱）
｜佐藤工業㈱

■配置図

3号棟
鉄骨造
3階
6戸
21戸
27戸

1号棟
鉄骨造
3階
6戸
18戸
24戸

2号棟
鉄骨造
3階
6戸
21戸
27戸

5号棟
鉄骨造
3階
6戸
12戸
18戸

買取方式（中層）

126

6号棟
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柴宮団地 58・59号棟 県中エリア

■配置図

団 地 名
所 在 地
建設工期
入居開始
事 業 者

｜県営柴宮団地
｜郡山市安積町荒井字萬海13-6
｜H27.8 ～ H27.12
｜H28.2
｜林興業㈱

号 棟
構 造
階 数
2 L D K
３ L D K
計

■間取り図 ３LDK　一般仕様

58,59号棟（遠景）中庭遊歩道

58号棟 柴宮集会室

柴宮リビング（３ＬＤＫ）

柴宮集会室内部

中廊下

58号棟
軽量鉄骨造
２階建
2戸
4戸
6戸

59号棟
軽量鉄骨造

２階建
6戸
4戸
10戸

127

買取方式（中層）
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■配置図

■間取り図 3LDK 車いす対応

関船団地　1・2号棟 いわきエリア

団 地 名
所 在 地
建設工期
入居開始
事 業 者

｜県営関船団地
｜いわき市常磐関船町塚ノ越98-3他
｜H27.8 ～ H27.12
｜H28.1
｜藤田建設工業㈱

外観 全景

集会所

１号棟妻側

押入

ＬＤＫ

洋室

洋室

和室

スロープ

トイレ
ｸﾛｰｾﾞｯﾄ

ホール

玄関

外廊下

浴室

洗面
脱衣室

バルコニー

物入

対面キッチン 談話スペース

買取方式（中層）

号 棟
構 造
階 数
2 L D K
３ L D K
計

2号棟
鉄骨造
3階建

12戸
12戸

1号棟
鉄骨造
3階建
9戸
6戸
15戸

128
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1号棟

■間取り図

中原団地　１～7号棟 いわきエリア

団 地 名
所 在 地
建設工期
入居開始
事 業 者

｜県営中原団地
｜いわき市小名浜字中原8番地の1他
｜1～3号棟
｜H28.9 ～ H29.2
｜H29.4
｜浜風プロジェクト
　（代表事業者：㈱三崎組）

｜4・5号棟
｜H28.9 ～ H29.2
｜H29.4
｜チームＦＦ家和木
　（代表事業者：福浜大一建設㈱）

｜6・7号棟
｜H28.11 ～ H29.4（7号棟～H29.6）
｜H29.6（7号棟H29.8）
｜第３住区　ふくしま復興企業グループ
（代表事業者：常磐開発㈱）

■配置図

3LDK

号 棟 名
構 造
階 数
２ L D K
３ L D K
計

4号棟
軽量鉄骨造

3階
6戸
21戸
27戸

3号棟
鉄骨造
3階
6戸
9戸
15戸

1号棟
鉄骨造
3階
6戸
12戸
18戸

5号棟
軽量鉄骨造

3階
5戸
18戸
23戸

6号棟
軽量鉄骨造

3階
5戸
18戸
23戸

7号棟
軽量鉄骨造

3階
6戸
9戸
15戸

2号棟
鉄骨造
3階
5戸
12戸
17戸

５号棟

集会所４号棟コミュニティスペース

6号棟

買取方式（中層）

129
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■配置図

■間取り図 3LDK 車いす仕様

平赤井団地　1・2号棟

団 地 名
所 在 地
建設工期
入居開始
事 業 者

造 成

いわきエリア

｜県営平赤井団地
｜いわき市平赤井字笹目田30-3
｜H29.3 ～ H29.9
｜H29.10
｜チーム木楽里
　（代表事業者：藤田建設工業㈱）
｜㈱矢城建設　

押入

ＬＤＫ

洋室

洋室

和室
ホール

玄関

外廊下

浴室

洗面
脱衣室

バルコニー

スロープ

ｸﾛｰｾﾞｯﾄ 物入
便所

外観 全景

東屋

団地内部集会所

団地内部

買取方式（中層）

号 棟
構 造
階 数
2 L D K
３ L D K
計

2号棟
鉄骨造
3階建
6戸
18戸
24戸

1号棟
鉄骨造
3階建
9戸
18戸
27戸

130
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■配置図

外観

室内

外廊下

全体外観

集会所エレベーターホール

■間取り図 3LDK 高齢者仕様

磐崎団地　1・2号棟

団 地 名
所 在 地
建設工期
入居開始
事 業 者

造 成

いわきエリア

｜県営磐崎団地
｜いわき市常磐下湯長谷町一町田
｜H29.9 ～ H30.2
｜H30.3
｜ふくしまＣＬＴ木造建築研究会（木あみ）
　（代表事業者：会津土建㈱）
｜㈱渡辺組
　渡辺組・常磐開発・会津土建JV　

買取方式（中層）

号 棟
構 造
階 数
2 L D K
３ L D K
計

2号棟
木造（CLT）

3階建
12戸
15戸
27戸

1号棟
木造（CLT）

3階建
9戸
21戸
30戸

131
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